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序

　私たちの郷土熊谷は、丘陵、台地、沖積低地と地形が変化に富んでいる上、我が国及

び関東を代表する２大河川である利根川・荒川が市内を流れ、大河がもたらす肥沃な大地

と豊かな自然が広がっております。このような自然環境のもと、市内には、先人たちに

よって多くの文化財が営々と引き継がれてきました。これらの文化財は、郷土の発展やそ

の過程を物語る証しであるとともに、私たち子孫の繁栄の指標ともなる先人の貴重な足跡

であります。私たちは、こうした文化遺産を継承し、次世代に伝え、さらに豊かな熊谷市

形成の礎としていかなければならないと考えております。

　さて、熊谷市西部西別府地区は、隣接する深谷市域にかけて多くの遺跡が所在する地域

であります。特に、古代においては、当時の幡羅郡の郡役所が置かれた郡の中心的地区で

ありました。平成13年からの調査により、深谷市幡羅官衙遺跡において郡庁を除いて正倉

を始め郡役所の主要施設が発見され注目を浴びているところであり、熊谷市に所在する古

代寺院跡の西別府廃寺、湧泉祭祀跡の西別府祭祀遺跡も、幡羅郡役所と同時あり、互いに

有機的に機能していた遺跡であります。また、熊谷市は深谷市とともに、これまで当該遺

跡の学術的な評価、将来的な保存・活用策のための調査、検討をしてまいりましたが、こ

のたび平成30年２月13日付けで、熊谷市・西別府祭祀遺跡が深谷市・幡羅官衙遺跡ととも

に「幡羅官衙遺跡群」の名称で国の史跡に指定されました。

　本書は、平成24年度に実施された大竹遺跡の範囲内容確認調査の成果をまとめたもので

す。このたびの調査では、幡羅郡役所と同時期に郡役所周辺に所在し、郡役所に大きく関

わりのあった人々が暮らしていた集落が発見され、幡羅郡役所周辺の歴史的環境を復元

し、その実態に迫る貴重な資料を提供できたものでした。

　本書が、国指定史跡「幡羅官衙遺跡群」の理解やその重要性を明らかし、史跡の保存・

活用の一助となることはもちろん、埋蔵文化財保護、学術研究の基礎資料として、また埋

蔵文化財の普及・啓発の資料として広く活用されることとなれば幸いです。

　最後になりましたが、発掘調査から報告書刊行に至るまで、文化財保護法の趣旨を尊重

され御理解、御協力を賜りました西別府地区土地所有者及び地元関係者をはじめ多くの皆

様に厚くお礼申し上げ、発刊のあいさつといたします。

平成30年３月

熊 谷  市  教  育  委  員  会 

教 育 長　 野　原　　　晃　



例　　言

１　本書は、熊谷市幡羅官衙遺跡群に関わりのある大竹遺跡の範囲内容確認調査報告書である。

　　大竹遺跡　埼玉県熊谷市西別府字大竹1628番１、1628番５、1630番１所在（埼玉県遺跡番号59－003）

２　本調査は、大竹遺跡第１次調査の保存目的のための範囲内容確認調査であり、市内遺跡発掘調査等

事業国庫補助金、県費補助金の交付を受け、熊谷市教育委員会が実施した。

３　本事業の組織は、Ⅰ章のとおりである。

４　調査期間は、平成24年11月15日～12月19日である。

　　整理・報告書作成期間は、平成29年４月17日～平成30年３月26日である。

５　調査の担当は、現地における発掘調査、整理・報告書作成事業、いずれも熊谷市教育委員会吉野　

健が担当した。

６　本書の執筆・編集は、吉野が担当した。

７　基準点測量及び空中写真撮影は、株式会社東京航業研究所に委託した。

８　写真撮影は、吉野が行った。

９　出土遺物の整理及び図版等の作成は、熊谷市立江南文化財センター作業員・綾川美幸、木村のぶ子、

小林まゆみ、清水貴子、平山雄浩、松本美由紀の協力を得て、吉野が行った。

10　出土遺物は、熊谷市教育委員会で保管している。

11　発掘調査及び本書の作成にあたり、下記の方々及び機関等から御教示、御協力を賜った。記して謝

意を表します。（敬称略、五十音順）

　　佐藤　信　須田　勉　山中敏史（以上、埼玉県発掘調査・評価指導委員会　幡羅遺跡・西別府遺跡

群検討委員会）

　　閑野高広　菅谷浩之　知久裕昭　田中広明　原口　卓　松本貢市郎　深谷市教育委員会　埼玉県教

育局市町村支援部生涯学習文化財課　公益財団法人埼玉県埋蔵文化財調査事業団

　　【地権者等】

　　齋藤貴一　齋藤ノリ　佐藤幸子　平川修三



凡　　例

１　座標は、幡羅官衙遺跡群の全体を把握できるよう深谷市・幡羅官衙遺跡の調査に用いた国家方眼座

標（国家標準平面直角座標第Ⅸ系）に合わせた（旧国家座標）。また、遺構における方位指示は、す

べて座標北を示している。

２　本文中、遺構の略記号は、次のとおりである。

　　SB…掘立柱建物跡　SI…竪穴建物跡　SK…土坑　Ｐ…ピット

３　土層断面図及び平面図中の表記記号は、次のとおりである。なお、遺物分布図については、遺物実

測図を図示したもの及び土器については表記を割愛したため、表示がないものは土器を示す。

　　Ｐ…土器　Ｓ…川原石

４　遺構挿図の縮尺は、原則として次のとおりであり、全て個別に示した。

　　調査区全測図…１／150　遺構・遺物分布図・土層断面図…１／60

５　遺構挿図中、断面に添えてある数値は標高を示している。また、標高は統一し、断面Ａ－Ａ 'にの

み示した。

６　遺物挿図の縮尺は、原則として次のとおりであり、全て個別に示した。

　　土器（縄文土器を除く）・石器…１／４　縄文土器…１／３　土錘・鉄製品…１／２

７　遺物実測図の中で、中心線はすべて実線で示し、遺物観察表にできる限り残存率で示した。また、

　表現方法は、以下のとおりである。

　　須恵器のうち還元焔焼成の断面：黒塗り　 酸化焔焼成の断面：白抜き

　　緑釉陶器断面：　　　　　 灰釉陶器断面：　　　　　 平瓦：

　　上記以外の縄文土器、土師器、須恵系土師質土器、ロクロ土師器、土錘、石器、鉄製品の遺物断

面：白抜き

　　釉薬（銅緑釉）：　　　　　 釉薬（灰釉）：　　　　　 黒斑・墨書：黒塗り　 朱墨：

　　底部調整　回転糸切り　　　　回転ヘラ削り

８　遺物拓影のうち、左右あるものは向かって左に外面、右に内面、左のみのものは外面を示した。た

だし、平瓦については、向かって左に凹面、右に凸面を示し、土器転用硯については、上に内面、下

に外面を示した。

９　遺物観察表の凡例は、次のとおりである。

　　法量の単位は、㎝、ｇである。また、推定値は括弧付けで示した。

　　胎土は、土器に含まれる鉱物等を以下の記号で示した。

　　Ａ…白色粒子　Ｂ…黒色粒子　Ｃ…赤色粒子　Ｄ…褐色粒子　Ｅ…赤褐色粒子　Ｆ…白色針状物質　

Ｇ…長石　Ｈ…石英　Ｉ…白雲母　Ｊ…黒雲母　Ｋ…角閃石　Ｌ…片岩　Ｍ…砂粒　Ｎ…礫

　　焼成は、次のように区分した。

　　Ａ…良好　Ｂ…普通　Ｃ…不良

10　写真図版の遺物縮尺は、すべて任意である。

11　土層及び遺物の色調は、『新版標準土色帖』（小山正忠・竹原秀雄編著、農林水産省農林水産技術会

議事務局監修、財団法人日本色彩研究所色標監修、日本色研事業株式会社発行　2008年版）に照らし

最も近似した色相を示した。
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図版13　第４号竪穴建物跡　第16図６（ロクロ土師器埦）

　　　　第８号竪穴建物跡　第24図42・43（須恵器蓋）

　　　　Ａ区遺構外　第18図２・６（須恵器坏）

　　　　第２号竪穴建物跡　第12図１（須恵器埦）

　　　　第８号竪穴建物跡　第25図50（須恵器短頸壺）

　　　　第２号竪穴建物跡　第12図４（灰釉陶器皿）

　　　　Ａ区遺構外　第18図３・16（灰釉陶器埦）

図版14　第１号竪穴建物跡　第10図１～３・５～８・11～13（土師器、須恵系土師質土器、灰釉陶器）

　　　　第２号竪穴建物跡　第12図２・３・５・６（土師器、須恵系土師質土器、灰釉陶器埦朱墨転用



硯、緑釉陶器）

　　　　第３号竪穴建物跡　第14図１～６・８（土師器坏）

図版15　第４号竪穴建物跡　第16図２～５（土師器坏、須恵器埦）

　　　　第６号竪穴建物跡　第20図１・２（土師器暗文坏）

　　　　第８号竪穴建物跡　第24図15・16・18～27（土師器暗文坏）

　　　　第８号竪穴建物跡　第24図５～10・12・13（土師器坏・盤）

図版16 第８号竪穴建物跡　第24図29～31・33・34・37～39（土師器甕）

　　　　第９号竪穴建物跡　第28図２・３・６・８・９（土師器坏・甕）

　　　　第９号竪穴建物跡　第28図11～13（土師器暗文坏）

　　　　第10号竪穴建物跡　第29図１～４・６・７・９・10（土師器坏・埦）

図版17　第11号竪穴建物跡　第30図１～６（土師器坏）

　　　　第３号竪穴建物跡　第14図９～11（須恵器蓋・長頸壺）

　　　　第８号竪穴建物跡　第24図44～49（須恵器蓋）

　　　　第10号竪穴建物跡　第29図11・12・18（須恵器坏・甕）

　　　　Ａ区遺構外　第18図７～９（須恵器坏・壺・甕）

図版18　第１号竪穴建物跡　第10図14（須恵器甕）

　　　　第３号竪穴建物跡　第14図12～14（須恵器甕）

　　　　第４号竪穴建物跡　第16図７（須恵器甕）

　　　　第10号竪穴建物跡　第29図19（須恵器甕）

　　　　Ａ区遺構外　第18図10（須恵器甕）

　　　　Ａ・Ｂ区遺構外　第34図８（須恵器甕）

図版19　第８号竪穴建物跡　第25図51・52（灰釉陶器埦）

　　　　Ａ区遺構外　第18図４・５・15（灰釉陶器埦）

　　　　Ｂ区遺構外　第33図７・８・10・11（須恵器壺、灰釉陶器埦、緑釉陶器埦）

　　　　Ａ・Ｂ区遺構外　第34図９・10（灰釉陶器埦）

　　　　Ａ区遺構外　第18図11（須恵器甕転用硯）

　　　　Ａ区遺構外　第18図14（墨書土器「□」・須恵系土師質土器）

　　　　第８号竪穴建物跡　第25図56（平瓦）

　　　　第３号竪穴建物跡　第14図16、第８号竪穴建物跡　第25図57、第９号竪穴建物跡　第28図14、

　　　　第10号竪穴建物跡　第29図20、第11号竪穴建物跡　第30図９・10、Ａ区遺構外　第18図19（土錘）

図版20　第10号竪穴建物跡　第29図21（挂甲小札）

　　　　第８号竪穴建物跡　第25図58、第９号竪穴建物跡　第28図15、Ｂ区遺構外　第33図12（鉄釘）

　　　　第１号竪穴建物跡　第10図15、第３号竪穴建物跡　第14図15、第４号竪穴建物跡　第16図８、

第８号竪穴建物跡　第25図59～64、第９号竪穴建物跡　第28図16・17、第10号竪穴建物跡　第

29図22、Ａ・Ｂ区遺構外　第34図11～13（石器）



Ⅰ　確認調査の概要

１　調査に至る経過

　平成13年、隣接する深谷市幡羅官衙遺跡において、民間の開発に伴う試掘・確認調査により大型の倉

庫跡（幡羅郡家の正倉）が発見され、平成14年度以降35次に亘る、保存目的の範囲内容確認調査（以

下、確認調査）が実施されてきた。この遺跡は、幡羅郡家跡として認識され、これに隣接する西別府祭

祀遺跡、西別府廃寺についても、郡家を構成する一要素であり、重要かつ不可欠なものとしての認識が

高まった。これにより、幡羅遺跡・西別府祭祀遺跡・西別府廃寺検討委員会（後に幡羅遺跡・西別府遺

跡群検討委員会と改称）を設置し、これらの遺跡の学術的な評価を行うとともに、将来的な保存・活用

策のための調査、検討をすることとなった。

　熊谷市においても、平成15年度から、この検討委員会の指導の下、西別府官衙遺跡群（現在、幡羅官

衙遺跡群）の３遺跡（西別府祭祀遺跡、西別府廃寺、西別府遺跡）の詳細な状況を把握するため、遺跡

の確認調査を実施してきた。それは、平成15年度の西別府遺跡における予備調査に始まり、平成16年度

は西別府遺跡確認調査（第１次調査）、平成17年度は西別府祭祀遺跡確認調査（第３次調査）、平成19年

度は西別府祭祀遺跡確認調査（第４次調査）、平成20年度は西別府遺跡確認調査（第１次調査）、平成21

年度は西別府遺跡・西別府廃寺確認調査（第３次調査）、平成22年度は西別府遺跡・西別府廃寺確認調

査（第４次調査）、平成23年度は西別府祭祀遺跡確認調査（第５次・第６次調査）、平成24年度は今回報

告する大竹遺跡確認調査（第１次調査）、そして、平成29年度は西別府廃寺確認調査（第６次調査）を

行っている。なお、平成24年度調査の大竹遺跡は、幡羅官衙遺跡群には含まれないが、幡羅郡家の周囲

に広がる郡家関連の律令集落の一つとして捉えることができる遺跡である。

　各々の調査は、調査に先立ち、文化財保護法58条の２第１項及び同法第99条第１項（平成17年４月法

改正により同条）の規定に基づく埋蔵文化財発掘の通知を提出し、熊谷市教育委員会により実施された。

　本報告の大竹遺跡確認調査（第１次調査）に関わる熊谷市教育委員会の通知は、以下のとおりである。

　平成24年度（第１次調査）

　平成24年11月４日付け熊教社発第1582号

２　確認調査、報告書作成の経過

⑴　大竹遺跡確認調査（第１次調査）

　確認調査は、平成24年11月15日から12月19日にかけて行った。調査面積は、約276㎡である。

　調査は、幡羅官衙遺跡群が広がる台地北縁部のやや内陸側、西別府廃寺及び西別府遺跡が所在するか

所の南の畑地において、２か所調査区を設定して実施した。調査区の規模は各々、Ａ区が東西約13ｍ、

南北約10ｍ、Ｂ区が東西約27ｍ、南北約５ｍの規模で、Ａ区の北にＢ区が位置する関係にある。また、

調査は前者から後者へと順に実施し、各々、重機により遺構確認面まで掘削した。その後、調査区の壁

面及び床面を精査し、遺構確認を行った。
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　調査は、遺構確認を主体とする調査であり、検出された遺構については、数㎝掘削するに止めたが、

一部の遺構については、遺構の重複関係、土層堆積の状況、遺構の時期判断を目的に、その一部を掘削

して調査を行った。

　遺構については、その分布状況を平面図に作成し、遺構確認及び掘削の際に出土した遺物について

は、分布図を作成し取り上げを行った。また、一部を掘削した遺構については、土層断面図を作成した。

　写真撮影については、主要な遺構を中心に近接撮影を行い、全体については空中写真撮影を行った。

⑵　整理・報告書作成作業

　本書の整理作業は、平成29年４月から平成30年３月にかけて実施した。

　まず、遺物の洗浄、注記、接合、復元作業を行った。その後、遺物の分類を行い、実測作業を開始し

た。また、これらと並行して遺構の図面整理を行った。

　次に、土器等の遺物のデジタルトレース、拓本を採り図版を作成し、併せて遺構等のトレース・図版

の作成を行った。そして、遺構の写真整理・遺物写真撮影を行い、写真図版の割付をした。また、これ

と並行して原稿執筆を行った。

　最後に、印刷業者の選定を行い、校正を経て本報告書を刊行した。

３　確認調査、整理・報告書刊行の組織

主 体 者　　熊谷市教育委員会

⑴　確認調査

　平成24年度

　　教育長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野原　　晃

　　教育次長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鯨井　　勝

　　社会教育課長　　　　　　　　　　　　　　　　　岩上　精純

　　社会教育課文化財保護・市史編さん担当副参事　　根岸　敏彦

　　社会教育課副課長兼文化財保護係長　　　　　　　森田　安彦

　　　　　　　主幹（文化財保護係）　　　　　　　　 吉野　　健

　　　　　　　文化財保護係主査　　　　　　　　　　杉浦　朗子

　　　　　　　　　　　　　主査　　　　　　　　　　松田　　哲

　　　　　　　　　　　　　主任　　　　　　　　　　蔵持　俊輔

　　　　　　　　　　　　　主事　　　　　　　　　　山下　祐樹

⑵　整理・報告書作成

　平成29年度

　　教育長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野原　　晃

　　教育次長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　正田　知久

　　社会教育課長　　　　　　　　　　　　　　　　　鶴田　敏男

　　社会教育課文化財保護・市史編さん担当副参事　　吉野　　健
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　　社会教育課副課長兼文化財保護係長　　　　　　　新井　　端

　　社会教育課業務主幹（文化財保護係）　　　　　　 宮前　彰生

　　　　　　　文化財保護係主査　　　　　　　　　　星　　祥子

　　　　　　　　　　　　　主査　　　　　　　　　　松田　　哲

　　　　　　　　　　　　　主査　　　　　　　　　　小島　洋一

　　　　　　　　　　　　　主査　　　　　　　　　　蔵持　俊輔

　　　　　　　　　　　　　主任　　　　　　　　　　山下　祐樹

　　　　　　　　　　　　　主任　　　　　　　　　　腰塚　博隆

　　　　　　　　　　　　　主事　　　　　　　　　　武部　喜充

　　　　　　　　　　　　　主事　　　　　　　　　　島村　範久

　　　　　　　　　　　　　主事　　　　　　　　　　大野美和子

　　　　　　　　　　　　　事務嘱託　　　　　　　　山﨑　和子
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第１表　熊谷市幡羅官衙遺跡群調査一覧表

年度 遺跡名 調査次 調査期間 地権者 地　　　番 調査面積 調 査 通 知 等 担当者

昭和38 西別府祭祀 第１次 Ｓ38.４.４～４.６ ― 西別府字西方1575先 29.75㎡ Ｓ38.４.26付地文記第484号
大場磐雄
小澤國平

平成２ 西別府廃寺 第１次 Ｈ２.４.20～８.31 ― 西別府字西方1594-12他 1,530㎡ Ｈ２.４.18付２熊教社発第65号
金子正之
吉野　健

平成４
西別府廃寺 第２次 Ｈ４.７.１～11.16 ― 西別府字西方1599-５他 1,161.90㎡ Ｈ４.５.27付熊教社発第200号 吉野　健

西別府祭祀 第２次 Ｈ４.11.19～Ｈ５.３.31 ― 西別府字西方1566-１先他 2,500㎡ Ｈ４.10.22付熊教社発第685号
金子正之
吉野　健

平成15 西別府 予備 Ｈ16.２.23～２.27 瀧口　睦 西別府字西方1578-１ 60㎡（試掘調査） 吉野　健

平成16 西別府 第１次 Ｈ16.12.６～12.22 瀧口　睦 西別府字西方1578-１ 300㎡ Ｈ17.２.21付熊教社発第870号 寺社下博

平成17 西別府祭祀 第３次 Ｈ18.２.23～３.８ 湯殿神社 西別府字西方1575 25.39㎡ Ｈ18.２.10付熊教社発第340号 松田　哲

平成19 西別府祭祀 第４次 Ｈ20.３.３～３.14 湯殿神社 西別府字西方1579-１ 33.70㎡ Ｈ20.２.29付熊教社発第405号 松田　哲

平成20 西別府 第２次 Ｈ21.２.９～３.６ 瀧口　睦 西別府字西方1578-１ 450㎡ Ｈ21.２.５付熊教社発第1583号 吉野　健

平成21
西別府 第３次

Ｈ21.５.27～６.30 瀧口　睦 西別府字西方1578-１ 540㎡ Ｈ21.５.26付熊教社発第1102号 吉野　健
西別府廃寺 第３次

平成22
西別府 第４次

Ｈ22.６.９～７.13 湯澤哲郎 西別府字西方1578-４ 255㎡
Ｈ22.６.８付熊教社発第1178号 吉野　健

西別府廃寺 第４次 Ｈ22.６.30付熊教社発第1261号 吉野　健

平成23

西別府祭祀 第５次 Ｈ23.10.11～10.20 田島一宏 西別府字瀧下1563 64㎡ Ｈ23.９.27付熊教社発第1444号 吉野　健

西別府祭祀 第６次 Ｈ24.１.26～３.16
田島一宏 西別府字瀧下1563

192㎡ Ｈ24.１.19付熊教社発第1676号 吉野　健
飯田好一 西別府字瀧下1564-１

平成24 大竹 第１次 Ｈ24.11.15～12.19

佐藤幸子 西別府字大竹1628-１

275.70㎡ Ｈ24.11.４付熊教社発第1582号 吉野　健齋藤ノリ 西別府字大竹1628-５

平川修三 西別府字大竹1630-１

平成28 西別府廃寺 第５次 Ｈ28.７.19～９.７ （社）別府会 西別府字西方1599-５ 339.29㎡ Ｈ28.７.13付熊西遺発第２号
（届出：熊谷市西別府官衙遺跡群調査会）

吉野　健
腰塚博隆

平成29 西別府廃寺 第６次 Ｈ30.３.５～３.27
湯澤綾子 西別府字西方1595-３

70㎡ Ｈ30.２.26付熊教社埋発第534号 新井　端
田島講一 西別府字西方1596-１



Ⅱ　遺跡の立地と環境

　熊谷市は、埼玉県の北部、東京都心から50～70㎞圏に位置し、その区域は南北に約20㎞、東西に約

14㎞の規模を有する。

　市の南には荒川が、北には利根川がそれぞれ西から南東方向に流れ、両河川が最も近接する地域にあ

る。地形的には、市の西側に櫛挽台地、荒川を挟んで南側には江南台地及び比企丘陵、北側及び東側に

は妻沼低地が広がり、市の大半はこの妻沼低地上にある（第１図）。

　櫛挽台地は、洪積世に形成された荒川扇状地の左岸一帯の総称で、寄居町末野付近を扇頂として東は

市西部の三ヶ尻付近まで、北東方向へは本報告である大竹遺跡及び幡羅官衙遺跡群が所在する西別府付

近まで延びている。標高は約36～54ｍを測り、妻沼低地に向かって緩やかに下る。また、扇状地扇端で

ある三ヶ尻や西別府地区の台地裾部においては、扇央部で伏流水となっていた水が湧水となって現れ、

かつては多数確認されていた。

　櫛挽台地の東側には、完新世に荒川の乱流により新たに形成された新期荒川扇状地が広がっている。

この新期荒川扇状地は、熊谷市の南西に位置する深谷市（旧川本町）菅沼付近を扇頂として妻沼低地へ

と広がっており、自然堤防や後背湿地が発達している。

　本報告の大竹遺跡は、櫛挽台地北東端縁辺部の台地上に所在し、標高約34ｍを測る。また、遺跡は

JR 高崎線籠原駅の北西約2.0㎞、荒川から北へ約6.0㎞、利根川から南へ約5.0㎞の距離にある。本報告

の調査か所は、現地表面から遺構確認面までの深さが概ね70～75㎝であった。
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大竹遺跡

第１図　埼玉県の地形図



　次に、本報告の遺跡を中心に歴史的環境を概観する（第２図）。

　旧石器時代から縄文時代であるが、この時期の遺跡の発見例はきわめて少ない状況である。旧石器時

代で知られているのは、近くでは平安時代の竪穴建物跡の埋土中から出土した櫛挽台地東端にある籠原

裏遺跡の黒耀石製尖頭器の事例がある。

　縄文時代になると、櫛挽台地北端にある深谷市東方城跡において、草創期の可能性がある尖頭器が出

土している。

　前期になると台地のみならず低地上にも出現しはじめ関山式土器が出土した寺東遺跡等の集落跡が確

認されている。中期は、特に後半段階の加曾利Ｅ式期の遺跡が爆発的に出現するが、依然として櫛挽台

地及び台地直下の低地上に集中している。

　後期になると遺跡数は減少傾向ではあるが、徐々に低地へと進出をはじめ、本遺跡周辺では、中期と

同様に集中して所在し、深谷市内においても、台地縁辺部及び台地下の低地上で遺跡が確認されている。

　晩期になると、さらに遺跡数が減少し、市内においては非常に少ないが、低地の自然堤防上に進出し

た遺跡が目立つようになる。市東部の妻沼低地に位置する上之地区では安行式土器が検出されている。

深谷市では低地においていくつかの遺跡が確認されているが、上敷免遺跡では晩期終末の浮線文土器片

が多数出土しており、また、市東部妻沼低地の前中西遺跡（地図未掲載）の包含層中及び他時期の遺構

からも浮線文土器が出土している。これは、次の弥生時代が始まる以前に人々が低地に進出してきた証

しであり、次代へのつながりが看取できる。

　弥生時代については、深谷市において妻沼低地の上敷免遺跡の包含層から県内初の前期遠賀川式土器

の胴部上半破片が出土している。その後、中期に至ると多くの遺跡の存在が確認されるようになる。中

期以降の集落は、櫛挽台地上及び台地下の自然堤防上に営まれている。市内では三ヶ尻遺跡に含まれる

三ヶ尻上古遺跡、横間栗遺跡、飯塚遺跡、飯塚南遺跡、飯塚北遺跡、深谷市では上敷免遺跡等であり、

飯塚遺跡を除きいずれも再葬墓が検出された遺跡である。横間栗遺跡は、前期末から中期中頃の再葬墓

が16基発見され、この一括資料は1999年３月に埼玉県指定文化財となっている。この横間栗遺跡に近接

する関下遺跡では中期中頃の竪穴住居跡が確認され、隣接する石田遺跡とともに集落域の広がりを想起

させる遺跡である。

　一方、市内東部の低地上では、水稲耕作を基盤とした本格的な集落が営まれ、池上遺跡（地図未掲載）

は環濠集落として知られ、弥生土器等出土品67点が2017年３月に埼玉県指定文化財となっている。また、

小敷田遺跡（地図未掲載）では関東地方で最も古い段階の須和田式期の方形周溝墓が確認されている。

　中期後半には、市内では妻沼低地の北島遺跡（地図未掲載）や前中西遺跡で集落が確認されており、

深谷市のやはり妻沼低地では、宮ヶ谷戸遺跡や上敷免遺跡で集落が確認されている。後期中頃から終末

にかけては、少ないものの低地上各地に遺跡が見られる。市内弥藤吾新田遺跡、中条条里遺跡（地図未

掲載）に含まれる東沢遺跡、行田市池守遺跡（地図未掲載）が存在する。東沢遺跡・池守遺跡では吉ヶ

谷式土器が、弥藤吾新田遺跡では南関東系の弥生町式土器が出土している。

　古墳時代になると、古墳は台地・自然堤防等の微高地に形成され、集落は台地のみならず低地の自然

堤防上にも活発に営まれるようになり、次第に遺跡数も増加傾向にある。前期の遺跡は特に低地におけ

る確認例が増え、本遺跡周辺では、市内は横間栗遺跡、根絡遺跡、中耕地遺跡、一本木前遺跡、深谷市
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は明戸東遺跡、東川端遺跡、宮ヶ谷戸遺跡、上敷免遺跡等がある。北部や東部まで広く見てみると、市

内では池上遺跡、中条条里遺跡に含まれる東沢遺跡、北島遺跡、前中西遺跡、藤之宮遺跡（地図未掲

載）、弥藤吾新田遺跡が知られるほか、行田市池守遺跡、小敷田遺跡等が知られる。集落では、北島遺

跡においては弥生時代に続いて大規模な集落が営まれており、東沢遺跡とあわせて河川跡から鋤・鍬を

はじめとした多量の木製農具を出土した遺跡として知られる。さらに、北島遺跡では東海地方にその系

譜が求められるパレス壺や高坏が多く見られ、近接する小敷田遺跡においても畿内や東海地方等の外来

系の土器が多数出土している。

　墓域の存在としては、一本木前遺跡、上敷免遺跡、東川端遺跡等で方形周溝墓群が確認されている。

これら方形周溝墓も古墳の出現とともにその影響を受け、江南台地では埼玉県指定史跡である塩古墳群

Ⅰ支群（地図未掲載）の前方後方墳や方墳等のように古墳が定着する過渡期の墳墓が出現する。

　中期の様相は、他の時期と比べて不明な点が多いが、集落が大規模に展開していくのは中期後半以降

となるようである。市内の北島遺跡、中条遺跡（地図未掲載）、藤之宮遺跡、前中西遺跡等、深谷市の

森下遺跡（地図未掲載）等で遺構・遺物が検出されている。森下遺跡では竪穴住居跡が８軒検出されて

おり、大型建物跡を中心に配置されている。

　一方、古墳に目を転じてみると、数こそ少ないが、妻沼低地の福川の自然堤防上に市指定史跡・横塚

山古墳が存在する。これは、Ｂ種横刷毛の埴輪をもつ前方後円墳（後円部は一部欠損）である。

　後期になると遺跡数は爆発的な増加をみる。集落は台地ばかりでなく自然堤防上にもさらに積極的に

進出を図っていったようであり、奈良・平安時代へと継続して展開する大規模なものが多く見受けられ

る。市内では櫛挽台地の三ヶ尻遺跡、新期荒川扇状地の樋の上遺跡、妻沼低地の本郷前東遺跡、新屋敷

東遺跡、一本木前遺跡、飯塚南遺跡等をはじめ数多くの遺跡が確認されている。樋の上遺跡では平安時

代までの竪穴住居跡が150軒以上検出されている。一本木前遺跡では古墳時代後期を中心に奈良・平安

時代の竪穴住居跡が450軒以上も検出されており、河川の氾濫にもかかわらず同じところに累々と集落

が営まれている状況が確認されている。また、同じく後期の水辺の祭祀跡も発見されている。

　古墳を見てみると、群を形成して築造されているのがわかる。櫛挽台地の別府古墳群、在家古墳群、

籠原裏古墳群、三ヶ尻古墳群、深谷市木の本古墳群、新期荒川扇状地の広瀬古墳群、石原古墳群、肥塚

古墳群（地図未掲載）、荒川右岸の段丘堆積層上の埼玉県指定史跡・深谷市鹿島古墳群（地図未掲載）、

妻沼低地の中条古墳群（地図未掲載）、上之古墳群（地図未掲載）、上江袋古墳群等数多くが分布する。

これらはおおむね６世紀から７世紀ないしは８世紀初頭にかけて形成された古墳群である。市内におい

て特筆すべき古墳を挙げると、籠原裏古墳群は川原石乱石積の胴張型横穴式石室を有する古墳群である

が、７世紀後半～８世紀初頭の築造と考えられる特異な八角形の墳形をもち、刀装具等特殊な遺物が出

土した古墳の存在が知られており、終末期の古墳の様相、さらには幡羅郡家跡である幡羅官衙遺跡との

関係においても見逃すことのできない発見である。広瀬古墳群中の宮塚古墳は、上円下方墳という特異

な墳形を今に残し国指定史跡として知られている。肥塚古墳群では、川原石乱石積と角閃石安山岩切組

積の２種類の胴張型横穴式石室をもつ古墳が確認されており、前者は荒川水系の石材、後者は利根川水

系の石材と判断され非常に興味深い様相を呈している。中条古墳群中の鎧塚古墳（地図未掲載）は全長

43.8ｍの帆立貝式前方後円墳で、須恵器高坏型器台等（埼玉県指定文化財）を伴う墓前祭祀跡２か所が
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確認されており、築造年代は５世紀末～６世紀初頭に比定されている。

　奈良・平安時代には、この地域も律令体制に組み込まれていき、市内には幡羅郡、男衾郡、大里郡、

埼玉郡の４郡が存在していたとされる。本遺跡群周辺一帯は、そのうち幡羅郡に属し、現在の市域の西

部及び北部、深谷市東部の一帯が該当すると考えられている。

　前述したとおり、古墳時代後期に自然堤防上の微高地に形成された集落の多くは、増減はするものの

奈良・平安時代へと継続されていき、また規模の大きいものが多い。この頃の中心的集落遺跡は妻沼低

地の北島遺跡にみられる。300軒以上もの竪穴住居跡が検出されている大規模集落である。７世紀から

９世紀までを中心に、12世紀さらには中世にまで及ぶ集落であり、大規模な掘立柱建物跡・道路状遺

構・河川跡等様々な遺構と遺物が検出されている。また、９世紀前半には二重の溝で区画され、区画内

に大型の掘立柱建物跡と少数の竪穴建物跡で構成される地区が登場している。この区画施設は、10世紀

前半には位置を変え、11世紀前半には消滅する。つまり、北島遺跡は地域の中核となる典型的律令集落

である。その近隣には、７世紀末～８世紀初頭頃の出挙木簡を出土した小敷田遺跡、９世紀代の整然と

配された掘立柱建物跡群が検出された池上遺跡も存在する。また、諏訪木遺跡（地図未掲載）では、古

墳時代後期から平安時代にかけての祭祀が行われた河川跡が検出され、玉類、被熱した銅鋺、さらには

斎串・人形等の木製祭祀具を使った水辺の祭祀が行われていたことが確認されたほか、平安時代の溝に

区画された集落跡や大型の掘立柱建物跡群、多数の灰釉陶器や緑釉陶器が検出される等、官衙的様相が

看取できる。

　特筆すべき遺跡として、櫛挽台地北東端に深谷市幡羅官衙遺跡が所在する。この幡羅官衙遺跡は東西

約500ｍ、南北約400ｍの範囲をもつ幡羅郡家跡であり、これまでに郡庁を除く正倉院、館、厨家、曹司

ブロック、道路等の施設が検出されている。そして、この幡羅官衙遺跡に隣接して西別府遺跡・西別府

廃寺・西別府祭祀遺跡の３遺跡が存在し、郡家と一体をなす遺跡群として理解され、幡羅官衙遺跡及び

西別府祭祀遺跡が幡羅官衙遺跡群の名称で2018年２月13日国史跡に指定されている。西別府遺跡は幡羅

官衙遺跡と一体の遺跡と捉えることができ、西別府廃寺は郡司が創建に関わったとされる８世紀初頭創

建の寺院、西別府祭祀遺跡は７世紀後半から11世紀前半まで石製模造品や土器を用いて湧泉で行われた

祭祀場跡である。また、この西別府祭祀遺跡の北西、妻沼低地上に所在する本郷前東遺跡・新屋敷東遺

跡では、河川跡の縁辺部や集落内の祭祀跡で７世紀前半の土器と共伴する石製模造品が出土し、水利に

かかわる再生を祈願した水の祭祀と理解され、西別府祭祀遺跡は、時期的にこれらの遺跡に続く祭祀遺

跡と考えられている。なお、幡羅官衙遺跡、西別府廃寺及び西別府祭祀遺跡に挟まれる西別府遺跡範囲

内の未調査の空間地は、幡羅郡家の郡庁が存在するのではないかと推定されている。

　さらに、台地上には、幡羅官衙遺跡を取り巻くように、深谷市下郷遺跡・本報告の大竹遺跡・西別府

館跡が所在し、これらの遺跡では幡羅官衙遺跡と同時期の集落が確認されており、下郷遺跡においては

帯金具（巡方・丸鞆）、円面硯、鉄製刀子のほか「幡羅」を示す墨書土器「坡」・「婆羅」・「羽多」が、

大竹遺跡においても挂甲の小札と考えられる鉄製品が検出されるなど、役人の存在や官衙的要素をもつ

特殊遺物が見られ、幡羅郡家に密接な関わりがあると考えられる人々が居を構えていた集落と推定され

る。一方、台地下の低地には、同郡に属する別府条里遺跡や道ヶ谷戸条里遺跡が所在し条里制に関わる

遺構の痕跡をとどめている。市内の条里跡の存在については、東に隣接する埼玉郡に属すると考えられ
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る市内東部の中条条里遺跡（地図未掲載）が所在する。

　平安時代末から中世になると、武蔵七党やその他の在地武士団の館跡が散在するようになるが、実態

については不明なものが多い。本報告遺跡の近辺の櫛挽台地上には、別府城跡、別府氏館跡、西別府館

跡等がある。別府城跡は別府氏の居館で、現在でも土塁と空堀が良く残っている。西別府館跡は、以前

は土塁の一部を残す状態であったが、現在は石標がその存在を示すのみである。また、新期荒川扇状地

にある三ヶ尻地区には黒沢館跡が所在し、また、樋の上遺跡、若松遺跡、社裏北遺跡、社裏遺跡、社裏

南遺跡といった土坑墓が多数検出された遺跡等多くの中世遺跡や遺物が確認されている。その中で特筆

すべきは黒沢館跡で、発掘調査により出隅をもち全周する堀と土塁、虎口等が検出され、渡辺崋山が記

した文献である『訪
ほう

瓺
へい

録
ろく

』にある「黒沢屋敷」と調査成果が一致した大変貴重な例である。ところで、

中世に関しては依然として資料がまだ不足している状態で、今後の資料の蓄積に期待されるといった状

況であるが、荒川右岸の江南地区は、鎌倉時代初期からの多数の板石塔婆が存在することから、信仰心

の厚い有力な武士が居住していたことが分かる重要な資料が残っていることで注目される。

　最後に、近世については、本遺跡に近接して櫛挽台地上先端に所在する西方遺跡で土坑墓群が検出さ

れているほか、西別府廃寺の遺跡範囲内で検出された土坑群や竪穴遺構からは近世の陶磁器、瓦質土

器、瓦、古銭等が出土している。なお、近世についても中世と同様に、市内において調査例がみられる

ものの、不明な点が多いといった実態である。
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Ⅲ　遺跡の概要

１　調査の方法

　確認調査の方法は、一辺５ｍのグリッドを用いて行

い、幡羅官衙遺跡群及び関連遺跡の全体が把握できる

よう幡羅官衙遺跡の調査に用いた国家方眼座標（国家

標準平面直角座標第Ⅸ系）に合わせた（第３図）。

　実測作業にあたっては、交点を基準に水糸で１ｍ間

隔のメッシュを張り、簡易遣り方による方法で行った。

　なお、Ａ区・Ｂ区各々の調査区の基本層序は第５図

のとおり（縮尺：１／40）であり、Ａ区においては第

５層、Ｂ区においては第６層の下面（次の層の上面）

が遺構確認面であった。
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２　検出された遺構と遺物

　調査地点は２地点で、いずれも大竹遺跡範囲の北西隅付近にある。なお、本報告では、南の調査地点

をＡ区、北の調査地点をＢ区と呼称した。

　検出された遺構は、Ａ区では、飛鳥時代の竪穴建物跡１棟、飛鳥～奈良時代の竪穴建物跡２棟、平安

時代の竪穴建物跡２棟、飛鳥時代の土坑１基、平安時代のピット２基のほか、時期不明の掘立柱建物跡

１棟、土坑２基、ピット７基である。出土した遺物は、飛鳥時代～奈良時代の土師器、須恵器、土錘、

平安時代の土師器、須恵器、須恵系土師質土器、ロクロ土師器、灰釉陶器、緑釉陶器のほか、磨石、敲

石等であった。

　一方、Ｂ区では、遺構が、飛鳥～奈良時代の竪穴建物跡３棟、掘立柱建物跡１棟、奈良時代の竪穴建

物跡１棟、平安時代の竪穴建物跡１棟のほか、時期の詳細が不明及び時期不明の竪穴建物跡１棟、土坑

11基、ピット24基が検出された。出土した遺物は、縄文時代の深鉢形土器、飛鳥時代～奈良時代の土師

器、須恵器、土錘、鉄製釘・小札、平安時代の土師器、須恵器、須恵系土師質土器、ロクロ土師器、灰

釉陶器、緑釉陶器、平瓦、土錘、鉄製釘、磨石、敲石、台石等であった。

　出土遺物にかかる特記事項は、Ａ区では、遺構外出土遺物ではあるが平安時代の須恵系土師質土器に

判読不明の墨書が認められた。Ｂ区では、挂甲の小札と考えられる鉄製品が飛鳥時代の竪穴建物跡で検

出された。また、ほとんどが遺構外出土遺物であるが、平安時代（10世紀後半が主体）の灰釉陶器に混

じって緑釉陶器が認められた。なお、Ｂ区では、縄文時代の深鉢形土器片がピットから検出されたが当

該期の遺構として判断するには決め手に欠けると思われる。
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第２表　遺構番号新旧対照表（左：新番号　右：現場時番号、各調査区名を付して呼称）

１　Ａ区

２　Ｂ区

竪穴建物跡（SI）
1 01
2 02
3 03
4 04
5 05
掘立柱建物跡（SB）

1 01
土　　坑（SK）

1 02
2 03
3 04

ピット（Ｐ）

1 01
2 02
3 03
4 04
5 05
6 06
7 07
8 08
9 09

竪穴建物跡（SI）
6 01
7 02
8 03
9 04
10 05
11 06

掘立柱建物跡（SB）
2 01

土　　坑（SK）
4 01
5 02
6 03
7 04
8 05
9 06

10 07
11 08
12 09
13 10
14 11

ピット（Ｐ）
10 01
11 02
12 03
13 04
14 05
15 06
16 07
17 08
18 09
19 10

20 11
21 12
22 13
23 14
24 15
25 16
26 17
27 18
28 19
29 20
30 21
31 22
32 23
33 24



Ⅳ　遺構と遺物 

１　Ａ区の調査

　調査区は、大竹遺跡の遺跡範囲北西端にある。調査区の形状は東西が南北よりやや長い長方形であ

り、面積は135.3㎡である。調査区の座標は、Ｘ＝20,850～20,870、Ｙ＝－44,960～－44,980内にあ

り、幡羅官衙遺跡大グリッドのＧ－Ⅵグリッド、小グリッドの125・126・145～148・165～168・185～

187内にある（第３・７図参照）。

　調査区周辺の標高は約34ｍで、遺構確認面までの深さは、約70㎝であった。

　確認された遺構は、竪穴建物跡５棟（第１～５号竪穴建物跡）、掘立柱建物跡１棟（第１号掘立柱建

物跡）、土坑３基、ピット９基であった。総体としての遺構分布状況は、調査区の北東部、南東部及び

西端部に集中しており、調査区の中央部は遺構の所在がない空閑地であった。
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　竪穴建物跡は、南東隅に第１号、２号竪穴建物跡が近接して確認された。また、北西隅に第４号、５

号竪穴建物跡が重複して確認され、前者が後者を切っていた。一方、第３号竪穴建物跡は、西端南寄り

に単独で確認された。各々の竪穴建物跡は、７世紀後半に第５号竪穴建物跡、７世紀末～８世紀初頭に

第３・４号竪穴建物跡、９世紀末～10世紀初頭に第１号竪穴建物跡、10世紀前半に第２号竪穴建物跡の

順に造られたと考えられる。

　掘立柱建物跡は、北東隅に第１号掘立柱建物跡が単独で確認された。時期は不明であり、１間×１間

以上の小型の掘立柱建物跡である。仮に１間四方の建物であったならば、倉庫ないしは社のような建物

が想定されるであろうか。

　土坑は、北西隅に３基まとまって、互いに重複して確認された。また、第４・５号竪穴建物跡とも重

複関係にあった。土坑同士は、第３号土坑、第１号土坑、第２号土坑の順に造られたと考えられるが、

時期については、出土遺物が乏しく時期を明確に判断するのは困難であったが、第１号土坑については

７世紀後半以前と考えられた。

　ピットは、その多くが南東隅の第１・２号竪穴建物跡周辺に集中して確認され、その他は、西端部に

点在して確認された。また、竪穴建物跡と重複するものが３基（第１・７・９号ピット）、ピット同士

で重複するものが２基（第５・６号ピット）、単独で４基（第２・３・４・８号ピット）であった。な

お、一部掘り下げを行ったピットはわずかに２基（第１・７号ピット）であったため、ほとんどのピッ

トの詳細は不明である。

⑴　竪穴建物跡

第１号竪穴建物跡（第９・10図、第３表）

　調査区の南東部に位置する。座標Ｘ＝20,850～20,860、Ｙ＝－44,965～－44,975内にある。第１号

ピットと重複関係にあり、本遺構が切られている。なお、第２号竪穴建物跡と位置的に近接している

が、本遺構が若干先行していると思われる。

　規模は、カマドの一部が調査区域外となっているが、建物の長軸3.76ｍ、短軸2.50～2.70ｍを測り、

平面形は、長方形を呈する。主軸方位は、Ｎ―109ﾟ―Ｅを示す。

　プランの南西か所のほぼ４分の１を掘り下げた。土層断面観察から、床までの深さは最大10㎝を測る

が、検出面がほぼ床面の可能性があるため、貼床の掘り方の可能性が高い。また、建物内土坑では最深

で19㎝を測る。この埋土は、ランダムに堆積していることから人工堆積であると考えられることからも

貼床の埋土と考えるのが妥当と思われる。

　床面は、ほぼ平坦である。また、プランの北東部カマド前に土坑状の掘り込みが２か所、南東部から

中央部にかけて貼床部と思われる埋土の違いが見られるか所が認められた。なお、南東部は貯蔵穴の埋

土とも考えられるため、貼床か所がこの貯蔵穴と壁周溝と接続しているような形である。

　壁溝は、カマドに向かって左・北東壁部では確認されなかったが、これ以外のか所では途切れなく

巡っていると考えられる。

　柱穴と考えられるピットが、北西部で１基確認された。また、南東部については、貼床か所の掘方と

一体化していて確認が困難な状況であった。また、中央部西寄りには建物内土坑と思われる掘り込みが
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確認された。

　カマドは、掘り下げを行っていないため、詳細は不明であるが、短軸の東壁のほぼ中央に設置されて

おり、平面確認長0.73ｍ、焚口幅0.43ｍ、煙道部の先端は調査区域外となり確認できなかった。なお、

調査区壁の土層断面観察から遺構確認面から0.40ｍ以上の掘り込みと推定できた。

　出土遺物は、土師器坏・甕、須恵系土師質土器坏・埦、須恵器甕、灰釉陶器埦等が出土し、貯蔵穴と
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P1-1

第９図　第１号竪穴建物跡、第１・２・４号ピット、第１号ピット出土遺物



思われるか所に集中している以外は、カマド設置の東壁と反対のプランの西半に点在して検出された。

　時期は、出土遺物を見ると９世紀末～10世紀後半と幅があったが、第２号竪穴建物跡との関係から、

９世紀末～10世紀初頭が主体と考えられる。
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第10図　第１号竪穴建物跡出土遺物

第３表　第１号竪穴建物跡出土遺物観察表（第10図）
挿図番号 図版番号 器　　種 口径 器高 底径 胎土 焼成 色　　　　　調 残存率 備　　　　　考

10 1
土師器

坏
（13.60）

残存高
3.10

― ABGJ A にぶい黄橙色、にぶい橙色 口縁部20％

10 2
土師器

坏
―

残存高
1.40

（6.80） ADGJ B
外面：にぶい黄橙色
内面：暗灰色

底部付近20％

10 3
須恵系土師質土器

坏
（11.70） 3.80 （5.20） ABDK A にぶい黄橙色、灰褐色 15％

10 4
須恵系土師質土器

坏（埦）
（15.40）

残存高
4.60

― ABDIL B
外面：浅黄色
内面：にぶい黄橙色

20％ 末野産か。

10 5
須恵系土師質土器

坏
―

残存高
1.90

5.50 ABDK A
外面：明黄褐色
内面：橙色

底部付近80％

10 6
須恵系土師質土器

埦
―

残存高
2.50

（6.00） BDHKL B 灰黄色、灰色 底部付近50％

10 7
須恵系土師質土器

埦
―

残存高
1.40

（6.00） ABDHN B 灰黄色、オリーブ黒色 底部100％

10 8
須恵系土師質土器

埦
―

残存高
3.10

（8.00） ABGH B 浅黄色、灰色 底部付近25％

10 9
須恵系土師質土器

埦
（13.70） 6.40 7.90 ABEKN B 明赤褐色、にぶい褐色 60％

10 10
須恵系土師質土器

埦
―

復元残存高
（4.50）

7.30 ABDEH B
外面：にぶい黄橙色
内面：灰黄褐色

底部80％

10 11
須恵系土師質土器

坏
（11.40）

残存高
3.00

― ABDHK B 浅黄橙色 口縁部20％

10 12
灰釉陶器

埦
― ― ― AL A 灰白色 口縁部破片

ツケガケ（体部外面口縁部付近のみ、内面の残
存部全面）。
東濃産。

10 13
土師器

甕
（21.40）

残存高
7.50

― ABEGIK A
外面：にぶい黄橙色、灰黄褐色
内面：にぶい黄褐色、橙色

口縁部～胴部
上半20％

10 14
須恵器

甕
厚さ 0.8～ 1.0 ABL A 青灰色 胴部上半破片 末野産。

10 15 磨石 長さ 6.0　幅 10.3　厚さ 2.8　重量 192g ホルンフェルス。
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1:4
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第２号竪穴建物跡（第11・12図、第４表）

　調査区の南東部に位置する。座標Ｘ＝20,850～20,855、Ｙ＝－44,965～－44,975内にある。直接重複

関係にある遺構はないが、カマドの煙道部に近接して第５・６号ピットが所在することから、これらの

遺構と重複していた可能性がある。

　規模は、建物のプランのほとんどが調査区域外となっており、カマドの一部及び土層断面観察からプ

ランの北壁の一部が確認されたに止まったため、建物の短軸と推定される北壁が4.17ｍを測る。平面形

は不明である。主軸方位は、Ｎ―32ﾟ―Ｅを示す。

　プランのほとんどが不明ではあるが、土層断面観察から、床までの深さは最大46㎝を測る。なお、遺

構確認ではカマドに向かって左にピット状の掘り込みが認められ、その深度は床面から20～25㎝を測

る。埋土は、ほぼレンズ状に堆積していることから、自然堆積であると考えられる。

　床面は、ほぼ平坦である。

　壁溝は、土層断面観察から北東隅に認められた掘り込みと考えられ、その深さは、床面から５㎝を測る。

　カマドは、北壁のほぼ中央に設置されていると推定され、焚口部のみの検出で、煙道部については詳

細が不明である。規模は、平面確認長0.90ｍ、焚口最大幅0.97ｍを測る。また、土層断面観察から、遺

構確認面から0.20ｍの深度の掘り込みであった。特筆すべきは、焚口燃焼部の補強材として主に片岩系
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第11図　第２号竪穴建物跡



の石が使用されていて、左右とも大きく４～５個の石が据えられていた。また、中央には支柱石が据え

られた状態で検出された。

　出土遺物は、土師器甕、須恵系土師質土器埦、灰釉陶器埦・皿、緑釉陶器埦等が検出された。なお、

灰釉陶器埦については、底部外面高台内を朱墨の転用硯にしたものであった。

　時期は、10世紀前半と考えられる。

第３号竪穴建物跡（第13・14図、第５表）

　調査区の南西部付近に位置する。座標Ｘ＝20,855～20,865、Ｙ＝－44,970～－44,980内にある。第７

号ピットと重複関係にあり、本遺構が切られている。

　規模は、プランの西の一部が調査区域外となっているが、建物の検出東西軸最大長3.25ｍ、南北軸最大

長3.21ｍを測り、平面形は、おそらくほぼ正方形を呈すると推定される。主軸方位は、Ｎ―41ﾟ―Ｅを示す。

　プランの北東か所のほぼ４分の１を掘り下げた。土層断面観察から、床までの深さは最大17㎝を測

る。埋土は、ほぼレンズ状に堆積していることから、自然堆積であると考えられる。

　床面はほぼ平坦であるが、土層断面観察から、一部段差がある床面とも考えられる。

　壁溝は、掘り下げを行ったか所では確認されなかった。

　柱穴とも考えられるピットが、掘り下げを行ったか所の北東中央東寄りに１基確認された。深さは浅

く、床面から８㎝程である。

　カマドは、掘り下げを行っていないため詳細は不明であるが、東壁のほぼ中央に設置されている。規

模は、平面確認最大長0.65ｍ、焚口最大幅1.15ｍを測る。煙道部については不明である。

　貯蔵穴は、推定される掘り込みが、カマドに向かって右に確認され、平面形はピットが数基重複する

形状である。規模は、南北最大長が0.80ｍを測るが、東西長については限りが特定できず不明である。

　出土遺物は、掘り下げを行ったか所全体に広がって検出された。土師器坏・埦、須恵器蓋・長頸壺・

甕、土錘等が出土し、土師器坏には、内面に放射状の暗文を施文したものが見られた。

　時期は、７世紀末～８世紀初頭と考えられる。
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第12図　第２号竪穴建物跡出土遺物

第４表　第２号竪穴建物跡出土遺物観察表（第12図）
挿図番号 図版番号 器　　種 口径 器高 底径 胎土 焼成 色　　　　　調 残存率 備　　　　　考

12 1
須恵系土師質土器

埦
13.50 5.50 （6.80） ABDJ B 灰白色 75％

12 2
須恵系土師質土器

埦
―

残存高
2.60

（6.90） ABDJ B 灰白色、にぶい橙色 底部付近30％

12 3
土師器

甕
（22.00）

残存高
7.00

― ABHK A
外面：橙色、灰褐色
内面：橙色、灰褐色、にぶい黄橙色

口縁部付近
15％

12 4
灰釉陶器

皿
（13.80）

（最大）
3.10

7.00 AB A 灰黄色 55％
体部内外面に灰釉ツケガケ。
東濃産（虎渓山１号窯式）。

12 5
灰釉陶器
埦（転用硯）

―
残存高
1.60

6.70 AB A 灰白色 底部75％
体部内外面に灰釉ツケガケ。
底部外面高台内に朱墨。
東濃産（大原２号窯式）。

12 6
緑釉陶器

埦
― ― ― B A

明黄褐色
断面：浅黄橙色

口縁部破片
体部内外面に緑釉。
東濃産。

0 10cm
1:4

１

６

２

３

４ ５



第４号竪穴建物跡（第15・16図、第６表）

　調査区の北西隅に位置する。座標Ｘ＝20,860～20,870、Ｙ＝－44,970～－44,980内にある。第５号竪

穴建物跡、第１・３号土坑及び第９号ピットと重複関係にあり、本遺構が重複関係にある全ての遺構を

切っている。

　規模は、建物の長軸最大長3.25ｍ、南北軸最大長2.45ｍ、短軸最大長2.22ｍを測り、平面形は長方形

を呈する。主軸方位は、Ｎ―135ﾟ―Ｗを示す。

　プランのほぼ東半を掘り下げた。土層断面観察から、床までの深さは最大23㎝を測る。埋土は、レン

ズ状に堆積していることから、自然堆積であると考えられる。

　床面はほぼ平坦である。

　壁溝は、掘り下げを行ったか所では確認されなかった。
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第13図　第３号竪穴建物跡、第７号ピット
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第14図　第３号竪穴建物跡、第７号ピット出土遺物

第５表　第３号竪穴建物跡出土遺物観察表（第14図）
挿図番号 図版番号 器　　種 口径 器高 底径 胎土 焼成 色　　　　　調 残存率 備　　　　　考

14 1
土師器

坏
（14.20）

残存高
3.60

― ABDI A
外面：にぶい褐色
内面：にぶい橙色

20％
内外面とも黒色化の痕跡あり。
口縁部外面の一部に黒斑。

14 2
土師器

坏
（13.70）

残存高
3.00

― BD B
外面：にぶい黄橙色、橙色
内面：にぶい橙色

15％

14 3
土師器

坏
（13.20）

残存高
3.00

― ABIK B 橙色 口縁部10％

14 4
土師器

坏
（14.70）

残存高
3.10

― ABDI B
外面：にぶい黄褐色
内面：にぶい黄褐色、灰黄褐色

口縁部25％

14 5
土師器

坏
（14.70）

残存高
2.80

― ABD B
外面：にぶい橙色
内面：橙色

口縁部15％ 内面黒色化。

14 6
土師器

坏
（14.90）

残存高
2.30

― AB B 橙色 口縁部10％

14 7
土師器

埦
（20.40）

残存高
8.00

― ABDGJK A
外面：明赤褐色
内面：橙色

25％

14 8
土師器

坏
― ― ― ABHJ A 橙色、にぶい褐色 底部破片 内面に放射状暗文。

14 9
須恵器

蓋
―

残存高
2.40

― ABEGL B 灰色
口縁部付近～
天井部15％　

末野産か。

14 10
須恵器

蓋
―

残存高
1.40

― ADGK A 青灰色 天井部破片 末野産。

14 11
須恵器
長頸壺

―
残存高
5.40

― ABL A 灰色
胴部下半
破片　　

外面に自然釉。
末野産。

14 12
須恵器

甕
頸部径

（16.00）
残存高
4.30

― ABD A 青灰色
胴部上半

（肩部）25％

胴部上半肩部に自然釉。
外面：肩部頸部付近に同心円の凸線をめぐらし
以下は平行叩きか。
内面：青海波文あて具痕。

14 13
須恵器

甕
厚さ 1.15～ 1.40 ABDG B

外面：灰褐色
内面：にぶい赤褐色

胴部破片
外面：平行叩きか。
内面：青海波文あて具痕。

14 14
須恵器

甕
厚さ 0.80～ 0.85 ABL A 灰白色

胴部下半
破片　　

外面：平行叩き・回転ナデ。
内面：青海波文あて具痕。
末野産か。

14 15 磨石 長さ 7.0　幅 5.9　厚さ 2.7　重量 162.8g
磨面は３面。
砂岩。

14 16 土錘 長さ 2.4　最大幅 0.9　孔径 0.35　重量 1.6g 黒色 破片

0 10cm
1:4

0 5cm
1:2
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SI5-1

SK1-1

第15図　第４・５号竪穴建物跡、第１～３号土坑、第５号竪穴建物跡・第１号土坑出土遺物



　柱穴と考えられるピットが、掘り下げを行ったか所の南東壁寄りに確認され、２基が重複している状

況であった。なお、床面には、他に４基のピットが建物中央部に集中して検出された。

　カマドは、短軸の南壁のほぼ中央に設置されている。東半分を掘り下げただけだが、煙道はほぼ水平

に外へ向かって移行していた。規模は、平面確認最大長0.55ｍ、焚口最大幅0.90ｍを測る。焚口の深さ

は、床面から最大で10㎝程である。

　貯蔵穴は、確認されていない。

　掘り下げを行ったか所だけの観察であるが、床面の中央部から北東部にかけては、土坑状の掘り込み

が確認され、その規模は、検出南北幅0.97ｍ、検出東西幅0.84ｍ、深さが最大で0.25ｍであった。この

土坑状の掘り込みは、埋土に多量のソフトローム土及びハードローム土ブロック・粒子が含まれていた

ことから、建物内土坑ではなく貼床か所の可能性が考えられる。

　出土遺物は、掘り下げを行ったか所の中央部付近を中心に検出された。土師器坏・埦、須恵器埦・甕

等が出土し、土師器坏には、内面に放射状の暗文を施文したものが見られた。また、ロクロ土師器埦も

見られたが、他遺構からの流れ込み遺物と思われる。

　時期は、７世紀末～８世紀初頭と考えられる。

第５号竪穴建物跡（第15図、第７表）

　調査区の北西隅に位置する。座標Ｘ＝20,860～20,870、Ｙ＝－44,970～－44,980内にある。第４号竪

穴建物跡及び第３号土坑と重複関係にあり、本遺構が重複関係にある全ての遺構に切られている。
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第16図　第４号竪穴建物跡出土遺物

第６表　第４号竪穴建物跡出土遺物観察表（第16図）
挿図番号 図版番号 器　　種 口径 器高 底径 胎土 焼成 色　　　　　調 残存率 備　　　　　考

16 1
土師器

坏
（13.20） 3.90 ― ABDM A 橙色 40％

16 2
土師器

坏
（14.20）

残存高
3.10

― ABEGIJ C 橙色 口縁部15％

16 3
土師器

坏
（15.60）

残存高
3.00

― ABJK B
外面：にぶい褐色、灰黄褐色
内面：明赤褐色

口縁部10％

16 4
土師器

坏
―

残存高
2.40

― AEGJ A 明赤褐色 体部破片 内面に放射状暗文。

16 5
須恵器

埦
―

残存高
2.40

（12.30） AGHL B 灰色 底部20％ 末野産か。

16 6
ロクロ土師器

埦
―

残存高
2.30

（10.40） ABDIJ A 橙色
底部付近
25％　　

16 7
須恵器

甕
厚さ 0.85～ 0.95 ADGL B

外面：灰褐色、褐灰色
内面：にぶい赤褐色

胴部破片 末野産。

16 8 磨石 長さ 9.1　幅 8.6　厚さ 4.0　重量 387g
磨面１面のみ残存。
閃緑岩。

0 10cm
1:4
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　規模は、建物のプランの大部分が調査区域外と推定され、また、他遺構との重複により不明である

が、建物の検出南北軸最大長2.47ｍを測る。平面形は、おそらく方形を呈すると推定される。主軸方位

は、不明である。

　調査では掘り下げを行わず、調査区西壁の土層断面観察から、床までの深さは最大45㎝を測る。埋土

は、ほぼレンズ状に堆積していることから自然堆積であると考えられる。また、堆積が完了した後、一

部掘り下げられた状況が確認された。

　床面はほぼ平坦であると考えられる。また、土層断面観察から第12～14層は貼床の埋土の可能性が考

えられ、貼床により床面が造られた可能性がある。

　壁溝、柱穴、カマド、貯蔵穴は、掘り下げを行わなかったことから確認できなかった。

　出土遺物は、土師器坏１点が出土しただけであり、内外面とも黒色処理がなされたものであった。

　時期は、唯一の出土遺物から７世紀後半ではないかと考えられる。

⑵　掘立柱建物跡

第１号掘立柱建物跡（第17図）

　調査区の北東部に位置する。座標Ｘ＝20,860～20,865、Ｙ＝－44,960～－44,970内にある。重複関係

にある遺構はなく、単独で所在する。

　建物の北部が調査区域外となっていることと、西側には展開しないと考えられることから、詳細は不

明であるが１間×１間以上と推定される側柱式掘立柱建物跡で、規模は桁行1.85ｍ以上、梁行2.2ｍ、

調査区域内での面積は約４㎡を測る。柱間は、桁行のＰ１－Ｐ２が1.85ｍ（約６尺）、梁行のＰ２－Ｐ

３が2.2ｍ（約７尺）を測る。主軸方位は、Ｎ－42°―Ｅを指す。

　柱穴は基本的に隅丸長方形ないしは楕円形の掘方で、長軸0.32～0.40ｍ、短軸0.30～0.35ｍの小規模

なものである。隅にあたる柱穴が梁行方向の東西に長い掘方である。掘方の深さは、確認面からＰ１が

18㎝、Ｐ２が15㎝、Ｐ３が17㎝を測る。
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第17図　第１号掘立柱建物跡

第７表　第５号竪穴建物跡出土遺物観察表（第15図）
挿図番号 図版番号 器　　種 口径 器高 底径 胎土 焼成 色　　　　　調 残存率 備　　　　　考

15 SI5-1
土師器

坏
（13.70）

残存高
2.40

― AD B 黒色、にぶい赤褐色
口縁部　
10％以下

内外面とも黒色処理。



　確認できた柱痕跡はまちまちで、Ｐ１が掘方の東寄り、Ｐ２・Ｐ３が西及び南側に寄っているもので

あったが、ほぼ柱筋の通りがよい建物である。柱痕跡は、平面及び土層断面観察からＰ１及びＰ２で確

認でき、柱の直径は約12㎝と推定され、小規模なものである。

　出土遺物は、検出できなかった。

　時期は、不明である。

⑶　土坑

　土坑は、３基確認された。これら全てについて、その一部をサブトレンチにて掘り下げを行った。

第１号土坑（第15図、第８表）

　調査区の北西隅に位置する。座標Ｘ＝20,860～20,870、Ｙ＝－44,970～－44,975内にある。

　第４号竪穴建物跡、第２号土坑及び第３号土坑と重複関係にあり、本遺構が、第４号竪穴建物跡及び

第２号土坑に切られ、第３号土坑を切っている。

　規模は、他遺構との重複及び北部が調査区域外となり不明であるが、残存検出最大長1.10ｍ、短軸と

考えられる東西長0.96ｍを測る。平面プランは、やや形の崩れた長方形を呈すると推定される。深さ

は、土層断面観察から29㎝を測る。

　出土遺物は、土師器甕が検出された。

　時期は、出土した土師器甕は８世紀前半と考えられるが、第４号竪穴建物跡との切り合いも考慮に入

れると７世紀後半以前と考えるのが妥当である。

第２号土坑（第15図）

　調査区の北西隅に位置する。座標Ｘ＝20,860～20,870、Ｙ＝－44,970～－44,975内にある。

　第１号土坑と重複関係にあり、本遺構が第１号土坑を切っている。

　規模は、北部の一部が調査区域外となり詳細は不明であるが、検出長軸最大長0.80ｍ、短軸長0.66ｍ

を測る。平面プランは、やや不整形な楕円形を呈すると推定される。深さは、土層断面観察から27㎝を

測る。

　出土遺物は、検出できなかった。

　時期は、不明である。

第３号土坑（第15図）

　調査区の北西隅に位置する。座標Ｘ＝20,860～20,870、Ｙ＝－44,970～－44,980内にある。

　第４号竪穴建物跡、第５号竪穴建物跡及び第１号土坑と重複関係にあり、本遺構が、第４号竪穴建物

跡及び第１号土坑に切られ、第５号竪穴建物跡を切っている。

　規模は、他遺構との重複及び北部が調査区域外となり不明であるが、残存検出南北最大長1.10ｍ、検

出東西最大長1.05ｍを測る。平面プランは、長方形を呈すると推定される。深さは、土層断面観察から

最深で23㎝を測る。

　出土遺物は、土師器の小破片が１点だけ検出されたが、図示できなかった。

　時期は、不明である。
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第８表　第１号土坑出土遺物観察表（第15図）
挿図番号 図版番号 器　　種 口径 器高 底径 胎土 焼成 色　　　　　調 残存率 備　　　　　考

15 SK1-1
土師器

甕
―

残存高
4.20

― ADJK B 橙色
胴部上半

（肩部）破片



⑷　ピット

　ピットは、９基確認された。このうち、一部掘り下げを行い出土遺物が図示できたものについて記述

する。

第１号ピット（第９図、第９表）

　調査区の南東部に位置する。座標Ｘ＝20,850～20,855、Ｙ＝－44,965～－44,970内にある。

　規模は、長軸0.87ｍ、短軸0.64ｍを測る。平面プランは、やや形の崩れた楕円形を呈する。深さは、

一部掘り下げを行っただけのため不明である。

　出土遺物は、ロクロ土師器坏（埦）が検出された。

　時期は、出土土器から11世紀前半と考えられる。

第７号ピット（第13・14図、第９表）

　調査区の南西部に位置する。座標Ｘ＝20,855～20,860、Ｙ＝－44,975～－44,980内にある。

　規模は、長軸0.67ｍ、短軸0.57ｍを測る。平面プランは、やや形の崩れた三角形を呈する。深さは、

一部掘り下げを行っただけのため不明である。

　出土遺物は、土師器甕、須恵系土師質土器埦が検出された。

　時期は、出土土器から10世紀前半と考えられる。

⑸　遺構外出土遺物

　表土除去の際に出土した遺物及び遺構に伴わないと判断した出土遺物を掲載する（第18図、第10

表）。７世紀末から11世紀前半までの土器、土錘が出土した。なかには、須恵器甕胴部破片の転用硯や

体部外面に判読不明の墨書が認められた須恵系土師質土器坏（埦）が見られる。
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第９表　第１・７号ピット出土遺物観察表（第９・14図）
挿図番号 図版番号 器　　種 口径 器高 底径 胎土 焼成 色　　　　　調 残存率 備　　　　　考

9 P1-1
ロクロ土師器

坏（埦）
（14.30）

残存高
3.70

― ABD B
外面：にぶい黄橙色、灰黄褐色
内面：にぶい黄橙色

口縁部15％

14 P7-1
須恵系土師質土器

埦
―

残存高
1.20

（6.80） ADJ B
外面：暗灰黄色
内面：にぶい黄橙色

底部20％

第10表　Ａ区遺構外出土遺物観察表（第18図）
挿図番号 図版番号 器　　種 口径 器高 底径 胎土 焼成 色　　　　　調 残存率 備　　　　　考

18 1
土師器

坏
（16.90）

残存高
2.60

― EIJ B 灰黄褐色、にぶい褐色
口縁部　
10％以下

内面に放射状暗文。

18 2
須恵器

坏
（11.60） 3.50 （8.00） ABGL A

外面：青灰色
内面：灰色

45％ 末野産。

18 3
灰釉陶器

埦
（15.30） 4.30 （7.00） AB A 灰白色 30％

内外面に灰釉ツケガケ。
東濃産（虎渓山１号窯式）。

18 4
灰釉陶器

埦
（14.00）

残存高
2.90

― AB A 灰白色
口縁部　
10％以下

口縁部～体部上半の内外面に灰釉ツケガケ。
東濃産。

18 5
灰釉陶器

埦
― ― ― ABD A 灰白色 口縁部破片　

口縁部内外面に灰釉ツケガケ。
東濃産。

18 6
須恵器

坏
（12.00） 4.40 （5.90） ABHL B 灰色 15％ 末野産。

18 7
須恵器

坏
―

残存高
2.00

（5.20） ABIK B 青灰色
体部下半～
底部40％　

末野産。

18 8
須恵器

壺
―

残存高
3.50

（11.00） ABL B
外面：灰色
内面：灰白色

底部付近
10％　　

末野産。

18 9
須恵器

甕
（27.60）

残存高
5.10

― ABGLM B
外面：灰黄褐色、にぶい黄橙色
内面：灰白色、にぶい黄橙色

口縁部10％ 末野産。

18 10
須恵器

甕
厚さ 0.90～ 1.25 ABEHLM A 青灰色

胴部下半～
底部破片　

外面：平行叩き。
内面：青海波文あて具痕。
末野産。

18 11
須恵器

甕（転用硯）
厚さ 0.8～ 1.0 ABFM A 黄灰色 胴部破片

外面：平行叩き。
内面：あて具痕が硯として使用の後磨滅。
南比企産。

18 12
須恵系土師質土器

坏
―

残存高
2.20

（5.80） ABDH B
外面：にぶい黄橙色、灰黄褐色
内面：にぶい黄橙色

底部～体部下
半45％

18 13
須恵系土師質土器

坏（埦）
（15.30）

残存高
4.60

― ABDM B にぶい黄橙色 口縁部15％

18 14
須恵系土師質土器

坏（埦）
―

残存高
4.80

― ABEGIJ B 橙色
口縁部　
10％以下

体部外面に墨書「□（判読不明）」。
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第18図　Ａ区遺構外出土遺物

挿図番号 図版番号 器　　種 口径 器高 底径 胎土 焼成 色　　　　　調 残存率 備　　　　　考

18 15
灰釉陶器

埦
（16.20）

残存高
2.90

― ABN A 灰白色 口縁部15％
口縁部付近内外面に灰釉ツケガケ。
東濃産（虎渓山１号窯式）。

18 16
灰釉陶器

埦
―

残存高
3.10

7.10 ABGN A
外面：灰白色
内面：灰白色、灰色

50％　　　
（底部100％）

口縁部～体部上半に灰釉ツケガケ。
東濃産（虎渓山１号窯式）。

18 17
ロクロ土師器

埦
―

残存高
3.20

（11.10） ABDH B
外面：浅黄橙色
内面：灰白色

高台部40％

18 18
土師器

甕
（22.00）

残存高
6.00

― ABDGJ B 橙色、明赤褐色 口縁部10％

18 19 土錘 長さ 6.7　幅 1.7　孔径 0.45　重量 16.6g 橙色、にぶい褐色
ほぼ完形
（98％）
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第19図　Ｂ区全測図



２　Ｂ区の調査

　調査区は、Ａ区同様、大竹遺跡の遺跡範囲北西端にあり、Ａ区から北へ13ｍ離れた位置にある。調

査区の形状は東西が長大な長方形であり、面積は、140.4㎡である。調査区の座標は、Ｘ＝20,865～

20,890、Ｙ＝－44,945～－44,975内にあり、幡羅官衙遺跡大グリッドのＧ－Ⅵグリッド、小グリッドの

45・66～68・86～91・108～111・130・131内にある（第３・19図参照）。

　調査区周辺の標高は約34ｍで、遺構確認面までの深さは、約70～75㎝であった。

　確認された遺構は、竪穴建物跡６棟（第６～11号竪穴建物跡）、掘立柱建物跡１棟（第２号掘立柱建

物跡）、土坑11基、ピット24基であった。総体としての遺構分布状況は、調査区の西半部に集中してお

り、東半部は竪穴建物跡や掘立柱建物跡等が点在する希薄な分布状況であった。

　竪穴建物跡は、北東隅に第６号竪穴建物跡が、中央部北端に第７号竪穴建物跡が単独で確認された。

また、西部では、第８～11号竪穴建物跡が近接して確認され、第８号竪穴建物跡は単独で、第９～11号

竪穴建物跡は互いに重複して確認された。また、第６～９号竪穴建物跡は、土坑ないしはピットと重複

関係にあった。各々の竪穴建物跡は、７世紀末～８世紀初頭に第６・８・10号竪穴建物跡、８世紀前半

に第11号竪穴建物跡、９世紀末～10世紀初頭に第９号竪穴建物跡の順に造られたと考えられる。なお、

第７号竪穴建物跡については時期の詳細は不明である。

　掘立柱建物跡は、東部南端に第２号掘立柱建物跡が単独で確認された。時期は、主軸方位から７世紀

末～８世紀初頭の竪穴建物跡と同時期に所在し、梁行２間、桁行不明の比較的大型の掘立柱建物跡である。

　土坑は、大半が西半部に所在し、第６～８号土坑は３基まとまって、互いに重複して確認された。ま

た、第８号竪穴建物跡と重複関係にある５基（第９～13号土坑）は、第８号竪穴建物跡周辺に張り付く

ように確認され、第４号土坑は第９号竪穴建物跡と重複関係にあった。一方、第５・14号土坑は、単独

で確認された。いずれの土坑も掘り下げを行っておらず、他遺構及び土坑同士の新旧関係の把握は、平

面での確認により判断した。なお、第６～８号土坑については、サブトレンチを掘削して新旧関係を判

断した。

　ピットは、その多くが中央部に集中して確認され（第19～28・30号ピットの11基）、その他のピット

の主な分布は、第６号竪穴建物跡の周辺に３基（第10～12号ピット）、第８号竪穴建物跡の周辺に３基

（第29・31・32号ピット）、第２号掘立柱建物跡の周辺に４基（第15・16・18・33号ピット）確認される

といった状況であった。なお、掘り下げを行ったピットは唯一第15号ピットの１基であり、また、遺構

確認の際に出土遺物があったのは第18・33号ピットの２基であり、ほとんどのピットの詳細は不明であ

る。因みに、第33号ピットからは、本調査で唯一の縄文時代中期の深鉢形土器破片が出土した。

⑴　竪穴建物跡

第６号竪穴建物跡（第20図、第11表）

　調査区の北東隅に位置する。座標Ｘ＝20,870～20,875、Ｙ＝－44,945～－44,950内にある。第10・11

号ピットと重複関係にあり、本遺構が切られている。

　規模は、建物のプランの大部分が調査区域外となっており、プランの南東隅が検出されたと推定され
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る。検出東西最大長0.92ｍ、検出南北最大長1.63ｍを測り、平面形は、方形を呈すると推定される。主

軸方位は、Ｎ―53ﾟ―Ｅを示すと推定される。

　調査では掘り下げを行わず平面確認だけであったため、床までの深さは不明であるが、土層断面観察

から、床までの深さは25㎝以上であり、埋土がほぼレンズ状に堆積していることから、自然堆積である

と考えられる。なお、埋土の上層は後世の攪乱を受け、一部確認面から20㎝程度まで及んでいた。

　床面の状況は不明であり、壁溝、柱穴等の施設も不明である。

　カマドは、調査区域外にあると推定され、不明である。

　出土遺物は、土師器坏（暗文坏）等が検出された。

　時期は、わずかに出土した遺物から、７世紀末～８世紀初頭と考えられる。

第７号竪穴建物跡（第21図）

　調査区の中央部やや東寄りに位置する。座標Ｘ＝20,875～20,880、Ｙ＝－44,955～－44,960内にあ

る。第19号ピットと重複関係にあり、本遺構が切られている。

　規模は、建物のプランの大部分が調査区域外となっており、プランの南壁付近の一部が確認されたに

止まったと推定される。検出東西最大長2.28ｍ、検出南北最大長0.58ｍを測り、平面形は、方形を呈す

ると推定される。主軸方位は、Ｎ―41ﾟ―Ｅを示すと推定される。

　調査では掘り下げを行わなかったため、プランのほとんどが不明であり、土層断面観察からも、床ま

での深さは不明である。わずかに確認された埋土は、ほぼレンズ状に堆積していることから、自然堆積

であると考えられる。なお、第６号竪穴建物跡と同様に、埋土の上層は後世の攪乱を受け、一部確認面

から15㎝程度まで及んでいた。

　床面の状況は不明であり、壁溝、柱穴等の施設も不明である。

　カマドは、調査区域外にあると推定され、不明である。
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１

２

第20図　第６号竪穴建物跡、第10～12号ピット、第６号竪穴建物跡出土遺物

第11表　第６号竪穴建物跡出土遺物観察表（第20図）
挿図番号 図版番号 器　　種 口径 器高 底径 胎土 焼成 色　　　　　調 残存率 備　　　　　考

20 1
土師器

坏
（12.70）

残存高
2.90

― ADIJ B
外面：橙色
内面：明褐色、にぶい黄褐色

10％ 内面に放射状暗文。

20 2
土師器
坏（盤）

（15.80） 2.90 ― ADK A 橙色 15％ 内面に放射状暗文。



　出土遺物は、土師器甕、須恵器坏・甕が検出されたが、図示できなかった。

　時期は不明であるが、小破片であったが土師器甕の時期及び他に検出された７世紀末～８世紀初頭の

竪穴建物跡と主軸方位が酷似することから、当該期の可能性が考えられる。

第８号竪穴建物跡（第22～25図、第12表）

　調査区の西部に位置する。座標Ｘ＝20,875～20,885、Ｙ＝－44,960～－44,970内にある。第９～13号

土坑の５基及び第29・31号ピットの２基と重複関係にあり、第９号土坑及び第29号ピットに本遺構が切

られ、その他の重複遺構を本遺構が切っている。

　規模は、プランの北の一部が調査区域外となっているが、建物の東西軸最大長3.46ｍ、検出南北軸最

大長3.44ｍを測り、平面形は、長方形を呈すると推定される。主軸方位は、Ｎ―131ﾟ―Ｗを示す。

　プランの北東か所のほぼ４分の１を掘り下げた。土層断面観察から、床までの深さは最大60㎝を測

る。埋土は、ほぼレンズ状に堆積していることから、自然堆積であると考えられる。

　床面はほぼ平坦であるが、平面及び土層断面観察から、プランの中央部に貼床か所があり、床面から

貼床か所の掘方までは17～20㎝の深さがあった。

　壁溝は、掘り下げを行ったか所での平面確認はされなかったが、土層断面観察から、約47㎝とやや幅

広ではあるが、壁溝状の落ち込みが確認された。

　柱穴と考えられるピットが、掘り下げを行ったか所の北東寄り東壁付近にＰ１、同じく北東寄り調査

区壁にまたがってＰ３と２基確認された。深さは、Ｐ１が床面から最深で15㎝、Ｐ３が調査区壁面の土

層断面観察から床面から15㎝程である。いずれのピットも柱穴の可能性があるが、断面形状からＰ３の

方が柱穴として適当であろうか。なお、ほかに１基（Ｐ２）確認されたが、５㎝程の深さと浅く、柱穴

とは判断できなかった。

　カマドは、南壁のほぼ中央に設置されている。掘り下げを行っていないため詳細は不明であるが、規

模は、平面確認最大長0.67ｍ、焚口最大幅は、第９号土坑に切られているため推定で0.70ｍを測る。煙

道部については不明である。

　貯蔵穴は、不明である。

　出土遺物は、掘り下げを行ったか所全体に広がって検出された。土師器坏・埦・甕・台付甕、須恵器

－　　－31

第21図　第７号竪穴建物跡、第19号ピット
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第22図　第８号竪穴建物跡、第９～13号土坑、第29・31号ピット



蓋・長頸壺、土錘、平瓦、角釘、磨石等が出土した。土師器坏には、内面に放射状の暗文を施文したも

のが多く見られ、内外面に丁寧なミガキを施した土師器埦も見られた。また、須恵系土師質土器坏・

埦、灰釉陶器埦も見られたが、本建物に所属するものではなく、周辺の遺構からの流れ込みと考えられた。

　時期は、７世紀末～８世紀初頭と考えられる。

第９号竪穴建物跡（第26～28図、第13表）

　調査区の西端付近に位置する。座標Ｘ＝20,880～20,885、Ｙ＝－44,965～－44,975内にある。第10号

竪穴建物跡、第11号竪穴建物跡及び第４号土坑と重複関係にあり、本遺構が重複関係にある全ての遺構

を切っている。

　規模は、建物の東西軸（長軸）最大長2.82ｍ、南北軸（短軸）最大長2.22ｍを測り、平面形は東西が

やや長い長方形を呈する。主軸方位は、Ｎ―41ﾟ―Ｅを示す。

　プランの北東隅のカマドに向かって右手を掘り下げた。土層断面観察から、床までの深さは最大32㎝

を測る。埋土は、レンズ状に堆積していることから、自然堆積であると考えられる。

　床面はほぼ平坦であるが、平面及び土層断面観察から、プランの中央部寄りに貼床か所があり、床面

から貼床か所の掘方までは４～８㎝の深さがあった。

　壁溝は、掘り下げを行ったか所の南東、東壁にわずかに検出され、貯蔵穴と考えられる掘り込みに接

続していた。長さは10㎝程で、深さは約12㎝を測る。

　柱穴と考えられるピットは、確認できなかった。

　カマドは、北壁の東寄りに設置されている。掘り下げを行わなかったため詳細は不明であるが、規模

は、平面確認最大長0.43ｍ、焚口最大幅0.65ｍを測る。煙道部については不明である。焚口の右袖に補

強材である川原石が検出された。また、同じく補強材と考えられるやや大型の川原石が、カマド前を塞

ぐ形で横たわっていた。
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第23図　第８号竪穴建物跡遺物分布図
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第24図　第８号竪穴建物跡出土遺物⑴
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第25図　第８号竪穴建物跡出土遺物⑵

第12表　第８号竪穴建物跡出土遺物観察表（第24・25図）
挿図番号 図版番号 器　　種 口径 器高 底径 胎土 焼成 色　　　　　調 残存率 備　　　　　考

24 1
土師器

坏
（15.40）

残存高
4.20

― ADM B
外面：にぶい黄橙色
内面：灰白色、黒褐色

25％

24 2
土師器

坏
（12.50） 3.60 ― ABHJKN B

外面：橙色、にぶい黄橙色
内面：橙色

60％

24 3
土師器

坏
（13.20）

残存高
3.40

― ABHJKM B
外面：橙色、にぶい黄橙色
内面：橙色

40％

24 4
土師器

坏
（11.40） 4.00 ― ABIJK A

外面：橙色、にぶい黄橙色
内面：橙色

70％
底部外面の大半が黒斑。
内面がミガキのように平滑。

24 5
土師器

坏
（11.80）

残存高
3.00

― ABK B 橙色 20％

24 6
土師器

坏
（12.40）

残存高
2.30

― ABEHJ B にぶい橙色 口縁部10％

24 7
土師器

坏
（13.10）

残存高
3.40

― BDHJM B
外面：にぶい黄橙色、橙色
内面：橙色

15％ 底部外面に黒斑。

24 8
土師器

坏
（14.10）

残存高
2.80

― ABHJK C 橙色 20％

24 9
土師器

坏
（14.50）

残存高
3.10

― ABJ B
外面：にぶい橙色、灰褐色
内面：にぶい黄橙色

20％

24 10
土師器

坏
（14.80）

残存高
3.10

― AHKM B 橙色 20％

24 11
土師器

坏
16.40 4.00 ― ADGIN B 橙色 100％ 口縁部内外面の一部に黒斑。
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挿図番号 図版番号 器　　種 口径 器高 底径 胎土 焼成 色　　　　　調 残存率 備　　　　　考

24 12
土師器

坏
（16.10）

残存高
3.00

― BEHJK B
外面：黄橙色
内面：橙色、にぶい黄橙色

口縁部　
10％以下

24 13
土師器

盤
（22.00）

残存高
3.50

― ABEJKM A 橙色 10％

24 14
土師器

坏
11.90 4.10 ― ABHK A 橙色、にぶい橙色、にぶい黄褐色 100％ 内面に放射状暗文。

24 15
土師器

坏
（10.60）

残存高
3.20

― AEKM A 橙色 口縁部10％ 内面に放射状暗文。

24 16
土師器

坏
（11.50）

残存高
3.50

― ABHKM A
外面：明黄褐色、橙色
内面：橙色

25％ 内面に放射状暗文。

24 17
土師器

坏
11.70 3.25 ― AEKM B 橙色 85％

内面に放射状暗文。
内面の器面がやや荒れる。

24 18
土師器

坏
（11.90）

残存高
2.90

― AHKM A 橙色 20％ 内面に放射状暗文（やや太い線）。

24 19
土師器

坏
（13.70）

残存高
1.95

― AKM A 明赤褐色 口縁部10％ 内面に放射状暗文。

24 20
土師器

坏
（15.70）

残存高
3.60

― AKM A 橙色
口縁部　
10％以下

外面：ミガキ。
内面：放射状暗文。

24 21
土師器

坏
（12.60）

残存高
3.00

― AEHK A 橙色、灰褐色 口縁部10％ 内面に放射状暗文。

24 22
土師器

坏
（14.30）

残存高
2.70

― DHJM A
外面：にぶい橙色、灰黄褐色
内面：にぶい黄橙色、灰黄褐色

10％ 内面に放射状暗文（やや太い線）。

24 23
土師器

坏
（12.90）

残存高
2.20

― AEK A 橙色
口縁部　
10％以下

内面に放射状暗文。

24 24
土師器

坏
（12.90）

残存高
1.90

― AEGKM A 橙色
口縁部　
10％以下

内面に放射状暗文。

24 25
土師器

坏
厚さ 0.45～ 0.70 AEKMN A

外面：橙色、にぶい黄橙色
内面：橙色

底部破片 内面に放射状暗文。

24 26
土師器

坏
厚さ 0.40～ 0.60 AKM A 明赤褐色 底部破片 内面に放射状暗文。

24 27
土師器

坏
厚さ 0.45～ 0.60 AEHK A 橙色 底部付近破片 内面に放射状暗文。

24 28
土師器

埦
（15.80） 6.50 ― ABDJMN A

外面：明赤褐色、明黄褐色
内面：明赤褐色

70％ 内面ミガキ。

24 29
土師器

甕
（17.80）

残存高
5.60

― ABEHK C
外面：にぶい橙色
内面：にぶい橙色、橙色

口縁部20％

24 30
土師器

甕
（21.70）

残存高
5.00

― ABEGHJK A 橙色 口縁部20％

24 31
土師器

甕
（22.80）

残存高
4.80

― AJKM A 明黄褐色
口縁部　
10％以下

24 32
土師器

甕
（15.40）

残存高
7.20

― EHKMN B 橙色
口縁部～　
胴肩部25％

24 33
土師器

甕
―

残存高
1.70

（6.30） AEGJKM B
外面：橙色、黒褐色
内面：橙色、にぶい黄橙色

底部破片 外面煤ける。

24 34
土師器

甕
―

残存高
0.90

（5.30） ABDHK B
外面：にぶい褐色
内面：橙色

底部25％ 底部外面の一部に黒斑。

24 35
土師器

甕
（20.60）

残存高
4.90

― ABEGJK A 橙色 口縁部30％

24 36
土師器

甕
（25.90）

残存高
29.0

― ABDHN B 橙色、にぶい黄橙色 60％ 内面に粘土紐輪積み痕。

24 37
土師器

甕
―

残存高
1.50

5.20 ABDEH A
外面：明黄褐色、にぶい褐色
内面：明黄褐色

底部付近
100％

24 38
土師器

甕
（17.80）

残存高
6.70

― ABEJK A 橙色 口縁部15％

24 39
土師器

甕
（19.80）

残存高
4.70

― DJKMN B
外面：灰黄褐色
内面：にぶい橙色、灰黄褐色

口縁部15％

24 40
土師器
台付甕

（10.30）
残存高
5.90

― AEKM A 橙色、灰褐色
口縁部～胴部
上半30％　　

内外面とも一部黒斑。

24 41
土師器
台付甕

―
残存高
3.50

（9.40） ABDK B
外面：にぶい黄橙色
内面：橙色、明黄褐色、にぶい褐色

台部25％

24 42
須恵器

蓋
―

残存高
0.80

鈕径
6.60

ADN A 灰色 鈕部100％ 末野産。

24 43
須恵器

蓋
（14.10） 2.90

鈕径
4.00

AEFGM A
外面：灰色、灰黄色
内面：にぶい黄橙色、灰色

70％ 南比企産。

24 44
須恵器

蓋
（19.70）

残存高
2.70

― ADKL B
外面：灰色
内面：灰黄色

口縁部　
10％以下

末野産。

24 45
須恵器

蓋
（16.00）

残存高
1.90

― ABDGH A
外面：浅黄色
内面：灰白色

口縁部　
10％以下

24 46
須恵器

蓋
―

残存高
1.90

― ABGL A 灰色 天井部破片 末野産。

24 47
須恵器

蓋
（19.20）

残存高
2.90

― ABDGHL B 灰色、黄灰色 口縁部15％ 末野産。

24 48
須恵器

蓋
―

残存高
1.40

― ABDHL B
外面：灰黄色、青灰色
内面：灰黄褐色

天井部20％ 末野産。

24 49
須恵器

蓋
（17.60）

残存高
2.80

― ABDN A 灰黄色、灰色 20％

25 50
須恵器
短頸壺

（11.40）
残存高
4.20

― ABGL A
外面：青灰色
内面：灰色

口縁部～
頸部25％

末野産。

25 51
灰釉陶器

埦
（14.20）

残存高
2.10

― AB A 灰黄色 口縁部10％
体部内外面に灰釉ツケガケ。
東濃産。



　貯蔵穴は、推定される掘り込みが、カマドに向かって右に確認され、平面形は楕円形である。規模

は、東西長0.53ｍ、南北長0.45ｍを測る。

　出土遺物は、掘り下げを行ったか所全体に広がって検出された。土師器坏・甕、須恵器甕、須恵系土

師質土器埦、ロクロ土師器埦、土錘、角釘等が出土した。

　時期は、９世紀末～10世紀初頭と考えられる。

第10号竪穴建物跡（第26・29図、第14表）

　調査区の西端付近南に位置する。座標Ｘ＝20,875～20,885、Ｙ＝－44,965～－44,975内にある。第９

号竪穴建物跡及び第11号竪穴建物跡と重複関係にあり、本遺構が重複関係にある全ての遺構に切られて

いる。

　規模は、建物のプランの南部が調査区域外と推定され不明であるが、建物の検出残存東西軸最大長

3.76ｍ、残存南北軸最大長2.42ｍを測る。平面形は、おそらく方形を呈すると推定される。主軸方位

は、Ｎ―44ﾟ―Ｅを示す。

　調査ではほとんど掘り下げを行わず、一部サブトレンチを掘削して第11号竪穴建物跡との重複関係を

観察した。そのサブトレンチの調査区南壁の土層断面観察から、床までの深さは最大64㎝を測る。埋土

は、ほぼレンズ状に堆積していることから自然堆積であると考えられる。

　床面はやや起伏のあるものの、ほぼ平坦であると考えられる。また、土層断面観察から第32～42層

は、ハードローム土ブロック・粒子を多量に含む人工的に埋め戻された埋土であることから、貼床の埋

土の可能性が考えられ、貼床により床面が造られた可能性がある。床面から貼床か所の掘方までは６～

20㎝の深さがあり、掘方の底面に起伏があった。

　壁溝は、掘り下げを行ったサブトレンチか所での平面確認はされなかったが、土層断面観察から、約

33㎝とやや幅広ではあるが、壁溝状の落ち込みが確認された。

　柱穴、貯蔵穴は、ほとんど掘り下げを行わなかったことから確認できなかった。

　カマドは、北壁のほぼ中央に設置されている。掘り下げを行わなかったため詳細は不明であるが、規
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挿図番号 図版番号 器　　種 口径 器高 底径 胎土 焼成 色　　　　　調 残存率 備　　　　　考

25 52
灰釉陶器

埦
― ― ― AB A 灰黄色 口縁部破片

体部内外面に灰釉ツケガケ。
東濃産。

25 53
須恵系土師質土器

坏
―

残存高
2.60

5.10 ABGHKN A
外面：浅黄色
内面：にぶい黄橙色

体部～底部
60％　　　

25 54
須恵系土師質土器

埦
（13.50）

残存高
3.70

― ABEG A
外面：浅黄橙色、にぶい黄橙色、橙色
内面：にぶい黄橙色

20％

25 55
須恵系土師質土器

埦
―

残存高
2.40

7.10 ABEGHKN B 浅黄橙色 底部100％

25 56 平瓦 長さ 3.8　幅 3.2　厚さ 1.0 AHN A 青灰色 破片
凹面：布目痕（6×7本 /㎠）。
凸面：ナデ。

25 57 土錘 長さ 2.4　最大幅 1.0　最大孔径 0.3　重量 2.4g 明赤褐色、黄橙色 破片

25 58
鉄製品

釘
長さ 2.3　幅 0.7　厚さ 0.7 茎部破片 角釘。断面形は、ほぼ正方形。

25 59 磨石 長さ 7.4　幅 6.6　厚さ 4.7　重量 342g
３面使用。
閃緑岩。

25 60 磨石 長さ 11.4　幅 5.0　厚さ 2.6　重量 262g
２面使用。
砂岩。

25 61 磨石 長さ 7.7　幅 6.8　厚さ 3.1　重量 196.6g
磨面は１面。
砂岩。

25 62 磨石 長さ 6.2　幅 2.5　厚さ 2.0　重量 36.0g
磨面は２面。
砂岩。

25 63 磨石 長さ 8.4　幅 6.7　厚さ 4.7　重量 351g
変色（にぶい橙色）。
砂岩。

25 64 台石 長さ 17.9　幅 13.0　厚さ 8.7　重量 3000g
平滑面が３面あり、磨石用途もか。
閃緑岩。
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第26図　第９～11号竪穴建物跡、第４・14号土坑、第32号ピット
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第28図　第９号竪穴建物跡出土遺物

第27図　第９号竪穴建物跡遺物分布図
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第29図　第10号竪穴建物跡出土遺物

第13表　第９号竪穴建物跡出土遺物観察表（第28図）
挿図番号 図版番号 器　　種 口径 器高 底径 胎土 焼成 色　　　　　調 残存率 備　　　　　考

28 1
土師器

坏
11.30 4.10 5.10 BDEGN A にぶい橙色、浅黄橙色 80％

28 2
土師器

坏
（12.80）

残存高
4.10

― BDK B 浅黄橙色、灰白色 40％

28 3
土師器

坏
（12.90）

残存高
3.50

― ABEHK B 浅黄橙色 20％

28 4
須恵系土師質土器

埦
（14.30） 5.65 （6.70） ABDGLN B 橙色、にぶい黄橙色 25％

28 5
ロクロ土師器

埦
―

残存高
2.60

6.00 ABDEK B
外面：にぶい橙色、橙色
内面：灰黄褐色、にぶい黄橙色

底部100％

28 6
土師器

甕
（18.60）

残存高
7.60

― BEN A にぶい黄橙色、にぶい橙色
口縁部～胴部

上半20％

28 7
土師器

甕
（20.60）

残存高
11.80

― ABDEIK A 浅黄橙色、にぶい黄橙色
口縁部～胴部

上半25％

28 8
土師器

甕
（18.20）

残存高
7.90

― BEHK A
外面：橙色、にぶい黄橙色
内面：橙色、にぶい橙色

口縁部～胴部
上半20％

28 9
土師器

甕
（20.80）

残存高
4.50

― BDEK A にぶい黄橙色、にぶい橙色 口縁部25％

28 10
須恵器

甕
― ― ― AGL A 青灰色 頸部破片

外面に波状文。
末野産。

28 11
土師器

坏
15.20

残存高
2.30

― AGHK A
外面：明赤褐色
内面：橙色

口縁部
10％以下

外面：ミガキ。
内面：放射状暗文。
他遺構（SI10）から流れ込みか。

28 12
土師器

坏
― ― ― BEK B

外面：橙色、にぶい橙色
内面：橙色

口縁部破片
内面に放射状暗文。
他遺構（SI10）から流れ込みか。

28 13
土師器

坏
厚さ 0.6～ 0.8 AEK B 橙色 底部破片

内面に放射状暗文。
他遺構（SI10）から流れ込みか。

28 14 土錘 長さ 2.9　最大幅 1.4　孔径 0.4　重量 4.9g にぶい黄褐色 破片

28 15
鉄製品

釘
長さ 2.3　幅 0.4　厚さ 0.4 先端部破片 角釘。

28 16 台石 長さ 13.5　幅 14.5　厚さ 4.0　重量 1158g
一方面赤変（酸化か）。
砂岩。

28 17 敲石 長さ 9.2　幅 9.7　厚さ 4.0　重量 403g 砂岩。
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模は、平面確認最大長0.95ｍとやや長く、焚口から繋がる煙道部の一部が検出されたと考えられる。な

お、焚口については、その西側を第９号竪穴建物跡が切っていたため、規模が不明である。

　出土遺物は、検出されたプラン全体を掘り窪めた程度であるが、土師器坏・埦・甕・台付甕、須恵器

坏・甕、土錘等が検出され、特殊なところでは、挂甲小札片と考えられる鉄製品が１点検出された。

　時期は、７世紀末～８世紀初頭と考えられる。

第11号竪穴建物跡（第26・30図、第15表）

　調査区の西端、南西隅に位置する。座標Ｘ＝20,880～20,885、Ｙ＝－44,970～－44,975内にある。第

９号竪穴建物跡及び第10号竪穴建物跡と重複関係にあり、本遺構が第10号竪穴建物跡を切り、第９号竪

穴建物跡に切られている。

　規模は、建物のプランの南部及び西部が調査区域外と推定され、また、北壁の一部が第９号竪穴建物

跡に切られているため詳細は不明であるが、建物の検出東西軸最大長1.73ｍ、残存南北軸最大長2.61ｍ

を測る。平面形は、おそらく方形を呈すると推定される。主軸方位は、Ｎ―44ﾟ―Ｅを示すと推定され

る。
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第14表　第10号竪穴建物跡出土遺物観察表（第29図）

挿図番号 図版番号 器　　種 口径 器高 底径 胎土 焼成 色　　　　　調 残存率 備　　　　　考

29 1
土師器

坏
（11.00） 3.20 ― ABCK B にぶい黄橙色 口縁部15％ 内外面（特に口縁部外面）黒色処理。

29 2
土師器

坏
（14.70）

残存高
2.80

― ABDIK B 橙色
口縁部　
10％以下

29 3
土師器

坏
（15.80）

残存高
2.70

― BDH A にぶい橙色 口縁部10％

29 4
土師器

坏
（12.50）

残存高
2.50

― ABH B 橙色 20％

29 5
土師器

坏
（13.20） 3.40 ― ABGHK C 橙色 45％ 摩滅が激しくヘラケズリ調整の判別困難。

29 6
土師器

坏
（14.00）

残存高
2.90

― ABDIK B
外面：にぶい橙色
内面：にぶい黄橙色

口縁部10％

29 7
土師器

坏
（16.60）

残存高
2.50

― BDJK B
外面：にぶい橙色
内面：にぶい褐色

口縁部10％

29 8
土師器

坏
（14.60） 2.50 （8.60） BEKM A

外面：明赤褐色
内面：橙色

30％
内面に放射状暗文。
外面はヘラケズリ後ミガキ。

29 9
土師器

埦
（18.50）

残存高
2.30

― BGK A 橙色
口縁部　
10％以下

内面に放射状暗文。

29 10
土師器

坏
厚さ 0.4～ 0.6 BGL A

外面：明赤褐色
内面：橙色

底部付近破片
内面に放射状暗文。
外面に黒斑有。

29 11
須恵器

坏
（12.90）

残存高
2.40

― ABGHL C 灰白色
口縁部　
10％以下

末野産。

29 12
須恵器

坏
―

残存高
0.60

（6.80） AGHLN B オリーブ灰色 底部20％ 末野産。

29 13
土師器

甕
（22.00）

残存高
3.60

― BDIJK A
外面：にぶい橙色、橙色
内面：橙色、にぶい黄橙色

口縁部20％

29 14
土師器

甕
（18.60）

残存高
5.20

― ABDHIK A 橙色、にぶい橙色 口縁部15％

29 15
土師器

甕
―

残存高
3.10

（5.00） ABGJM B
外面：橙色
内面：にぶい黄橙色、橙色

底部20％

29 16
土師器

甕
―

残存高
1.90

（8.00） ABDJN B 橙色 底部25％

29 17
土師器
台付甕

（13.10）
残存高
4.40

― BD B
外面：橙色、にぶい黄橙色
内面：橙色

口縁部～胴部
上半15％　　

29 18
須恵器

甕
頸部径

（12.00）
残存高
3.30

― ADHL B 灰黄色 肩部10％以下 末野産か。

29 19
須恵器

甕
厚さ 0.9～ 1.0 ABN A 灰白色

胴部下半（底
部付近）破片

外面：平行叩き。
内面：青海波文あて具痕。

29 20 土錘 長さ 5.5　最大幅 1.25　孔径 0.3　重量 9.3g にぶい褐色、褐灰色 ほぼ100％

29 21
鉄製品
小札

長さ 2.0　幅 1.9　厚さ 0.2～ 0.3 下半以下破片か

29 22 磨石 長さ 4.3　幅 7.9　厚さ 2.6　重量 91.8g 破片 砂岩。



　調査ではほとんど掘り下げを行わず、一部サブトレンチを掘削して第10号竪穴建物跡との重複関係を

観察した。そのサブトレンチの調査区南壁の土層断面観察から、床までの深さは最大57㎝を測る。埋土

は、ほぼレンズ状に堆積していることから自然堆積であると考えられる。

　床面は、ほぼ平坦であると考えられる。また、土層断面観察から第13～17層は、ハードローム土ブ

ロック・粒子を多量に含む埋土であることから、貼床の埋土の可能性が考えられ、貼床により床面が造

られた可能性がある。床面から貼床か所の掘方までは15～25㎝の深さがあり、東壁付近では浅くなる掘

方であった。

　壁溝は、掘り下げを行ったサブトレンチか所での平面確認及び土層断面観察において確認されなかった。

　柱穴、貯蔵穴は、ほとんど掘り下げを行わなかったことから確認できなかった。

　カマドも確認できなかったが、北壁に設置されていたものと推定され、その位置は調査区域外である

と推定された。

　出土遺物は、検出されたプラン全体を掘り窪めた程度であるが、主に北東隅にまとまって検出され、

土師器坏、須恵器甕、土錘等が出土した。また、須恵系土師質土器埦（坏）が見られたが、本建物に所

属するものではなく、周辺の遺構からの流れ込みと考えられた。

　時期は、８世紀前半と考えられる。

－　　－42

第30図　第11号竪穴建物跡出土遺物

第15表　第11号竪穴建物跡出土遺物観察表（第30図）
挿図番号 図版番号 器　　種 口径 器高 底径 胎土 焼成 色　　　　　調 残存率 備　　　　　考

30 1
土師器

坏
（11.90）

残存高
1.25

― ABEJ A 橙色
口縁部　
10％以下

30 2
土師器

坏
（13.80）

残存高
2.70

― ABGHK B 橙色 口縁部15％

30 3
土師器

坏
（14.80）

残存高
2.90

― ABI B 橙色、にぶい橙色 口縁部10％

30 4
土師器

坏
（14.00）

残存高
2.50

― ABE C 橙色 口縁部15％

30 5
土師器

坏
（14.40）

残存高
3.2

― AEH B
外面：にぶい黄褐色、にぶい黄橙色
内面：にぶい黄橙色、橙色

口縁部10％ 内面に放射状暗文。

30 6
土師器

坏
厚さ 0.5～ 0.8 ADHK A 明赤褐色 底部付近破片 内面に放射状暗文。

30 7
須恵系土師質土器

埦（坏）
（14.80）

残存高
3.20

― ABDJ A 灰白色、灰色 15％

30 8
須恵器

甕
厚さ 0.45～ 0.60 ABLN B

外面：灰白色
内面：暗灰黄色

胴部破片
外面：斜格子叩き目。
内面：青海波文あて具痕。
末野産。

30 9 土錘 長さ 5.4　幅 1.1　孔径 0.3　重量 6.3g 黒褐色 98％

30 10 土錘 長さ 3.0　幅 1.0　孔径 0.3　重量 3.4g にぶい黄橙色、にぶい橙色 60％
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⑵　掘立柱建物跡

第２号掘立柱建物跡（第31図）

　調査区の東半、やや中央部寄り南に位置する。座標Ｘ＝20,870～20,880、Ｙ＝－44,950～－44,960内

にある。第15号ピットと重複関係にあり、本遺構が切られている。また、直接重複関係にはないが、位

置から第33号ピットと重複する。

　建物の南部の大半が調査区域外となっていることから詳細は不明であるが、梁行２間の南北棟と推定

される側柱式掘立柱建物跡で、規模は桁行1.98ｍ以上、梁行5.34ｍ、調査区域内での面積は約6.8㎡を

測る。柱間は、梁行のＰ１－Ｐ２が2.58ｍ（約８尺）、Ｐ２－Ｐ３が2.76ｍ（約９尺）を測り、Ｐ２－

Ｐ３の柱間がやや広い。主軸方位は、Ｎ－39°―Ｅを指す。

　柱穴は、隅柱が梁行方向に長い隅丸長方形で長軸0.60～0.71ｍ、短軸0.43～0.50ｍ、梁行中央の柱

がほぼ円形の掘方で長軸0.55ｍ、短軸0.56ｍである。掘方の深さは、確認面からＰ１が24㎝、Ｐ２が

17㎝、Ｐ３が25㎝を測り、隅柱の柱穴が深い。

　確認できた柱痕跡はまちまちで、Ｐ１が掘方のほぼ中央、Ｐ２が中央北寄り、Ｐ３が中央東寄りで

あったが、柱筋の通りがよい建物である。柱痕跡は、平面及び土層断面観察から全ての柱穴で確認で

き、柱の直径は16～20㎝と推定された。また、隅柱が20㎝と太く、梁行中央の柱が16㎝と隅柱に比べる

と細いものである。
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P33-1

第31図　第２号掘立柱建物跡、第15・16・33号ピット、第33号ピット出土遺物



　出土遺物は、検出できなかった。

　時期の詳細は不明であるが、他に検出された７世紀末～８世紀初頭の竪穴建物跡と主軸方位が酷似す

ることから、当該期と推定される。

⑶　土坑・ピット

　土坑は、11基確認された。これらのうち、第６～８号土坑の３基については、その新旧関係を把握す

るため、サブトレンチを掘削し観察したが、これ以外については、平面確認のみを行った。

　土坑については、第４・５・６・７号土坑において、図示が不可能な小破片の遺物がわずかに検出さ

れた。第４号土坑は、土師器坏・甕、須恵器坏（埦）が検出され、この須恵器坏（埦）から９世紀後半

の時期と考えられた。一方、第５・６・７号土坑は、いずれにおいても土師器甕が検出されたが、時期

を判断するには困難であった。なお、これ以外の土坑においては、出土遺物が検出されなかった。

　ピットは、24基確認された。これらのうち、掘り下げを行ったピットは唯一第15号ピットであり、図

示が不可能な土師器甕の小破片がわずかに検出されたが、時期を判断するには困難であった。これ以外

のピットについては平面確認のみを行い、その際に出土遺物が検出されたのは第18・33号ピットの２基

である。

　ここでは、ピットのうち、掘り下げを行ったもの、または、出土遺物が図示できたものについて記述

する。

第15号ピット（第31図）

　調査区の東部、南に位置する。座標Ｘ＝20,870～20,875、Ｙ＝－44,950～－44,955内にある。第２号

掘立柱建物跡の柱穴Ｐ３、第16号ピットと重複関係にあり、本遺構が第２号掘立柱建物跡の柱穴Ｐ３を

切り、第16号ピットに本遺構が切られている。

　規模は、長軸0.45ｍ、短軸0.35ｍを測る。平面プランは、やや形の崩れた楕円形を呈する。深さは、

25㎝を測る。

　出土遺物は、土師器甕が検出されたが、図示できなかった。

　時期は不明であるが、少なくとも第２号掘立柱建物跡以降であることから、８世紀前半以降であると

考えられる。

第18号ピット（第19・32図、第16表）

　調査区の中央部やや東寄りに位置する。座標Ｘ＝20,875～20,880、Ｙ＝－44,955～－44,960内にあ

る。重複関係にある遺構はない。

　規模は、長軸、短軸とも0.40ｍを測る。平面プランは、隅丸方形を呈する。深さは、平面確認のみで

あったため不明である。

　出土遺物は、須恵器甕が検出された。

　時期は、特定できなかった。

第33号ピット（第31図、第16表）

　調査区の中央部やや東寄りに位置する。座標Ｘ＝20,870～20,875、Ｙ＝－44,955～－44,960内にあ

る。直接重複関係にある遺構はないが、位置から第２号掘立柱建物跡と重複する。

　規模は、長軸0.27ｍ、短軸0.25ｍを測る。平面プランは、楕円形を呈する。深さは、平面確認のみで
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あったため不明である。

　出土遺物は、縄文土器深鉢形土器が検出された。

　時期は、出土遺物が示す時期は縄文時代中期であるが、詳細は不明である。

⑷　遺構外出土遺物

　表土除去の際に出土した遺物及び遺構に伴わないと判断した出土遺物を掲載する（第33図、第17

表）。主に９世紀後半から10世紀後半までの土器等が出土した。
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　　第32図　第18号ピット出土遺物

第16表　第18・33号ピット出土遺物観察表（第31・32図）
挿図番号 図版番号 器　　種 厚　　　さ 胎土 焼成 色　　　　　調 残存率 備　　　　　考

32 P18-1
須恵器

甕
1.0～ 1.2 AEGN A

外面：灰色
内面：暗青灰色

胴部下半底部
付近破片　　

31 P33-1
縄文土器
深鉢形土器

明赤褐色 胴部上半破片
隆帯によって区画文が描き出される。
区画内は単節 RL 縄文。
加曾利 E式期。

第17表　Ｂ区遺構外出土遺物観察表（第33図）
挿図番号 図版番号 器　　種 口径 器高 底径 胎土 焼成 色　　　　　調 残存率 備　　　　　考

33 1
須恵系土師質土器

坏
（12.80） 3.70 （7.00） AEHJN A にぶい黄橙色 15％

33 2
須恵系土師質土器

坏
（11.80） 3.50 （5.80） ABDH B にぶい黄橙色 15％ 底部外面は回転糸切か。

33 3
須恵系土師質土器

坏
11.90 4.30 5.90 ABEHJ A 橙色、灰褐色 85％

33 4
須恵系土師質土器

坏
（12.00） 4.00 （5.60） ABEJ A オリーブ黒色、灰白色 20％

33 5
須恵系土師質土器

坏
（11.80）

残存高
3.40

― ADGIK B 灰色、灰白色 20％

33 6
須恵系土師質土器

坏
―

残存高
1.40

4.80 EGJKM B
外面：灰褐色、黒色
内面：橙色

底部付近100％

33 7
須恵器

壺
― ― ― AB A 灰色 胴部上半破片

内外面に自然釉。
外面にヘラ状工具による２本縦平行沈線・斜め
に交差する平行３本沈線。２本縦平行沈線間に
環状貼付文。

33 8
灰釉陶器

埦
―

残存高
1.40

（6.40） BDN A 浅黄色 底部25％ 東濃産（虎渓山１号窯式）。

33 9
灰釉陶器

皿
14.20 2.70 6.40 ABGN A 灰白色 60％

口縁部内外面に灰釉ツケガケ。
東濃産（虎渓山１号窯式）。

33 10
緑釉陶器

埦
（13.00）

残存高
2.40

― AD A 灰色 口縁部10％
内外面に緑釉（内外面とも口縁部付近剥離）。
東濃産。

33 11
灰釉陶器

埦
― ― ― BH A 灰白色 口縁部破片

口縁部内外面に灰釉ツケガケ。
東濃産。

33 12
鉄製品

釘
長さ 6.1　幅 0.5　厚さ 0.4 一部欠損 断面長方形の角釘。先端を折り曲げ頭をつくる。

0 10cm
1:4
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３　Ａ・Ｂ区遺構外出土遺物

　Ａ区及びＢ区の表土除去の際に出土した遺物で、Ａ・Ｂいずれの区に所属するか不明な遺跡一括遺物

として取り扱った出土遺物を掲載する（第34図、第18表）。主に10世紀代の土器等が出土した。
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第33図　Ｂ区遺構外出土遺物

第34図　Ａ・Ｂ区遺構外出土遺物
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第18表　Ａ・Ｂ区遺構外出土遺物観察表（第34図）
挿図番号 図版番号 器　　種 口径 器高 底径 胎土 焼成 色　　　　　調 残存率 備　　　　　考

34 1
須恵系土師質土器

坏
―

残存高
1.80

（5.70） ABDJK B
外面：にぶい黄橙色、にぶい橙色
内面：橙色、にぶい黄橙色

底部45％

34 2
須恵系土師質土器

坏
―

残存高
1.80

（5.00） ABEIJ B 橙色
体部下半　
～底部破片

（底部の50％）

34 3
須恵系土師質土器

埦
14.30 5.30 5.30 ABDLN A

外面：橙色、にぶい黄橙色
内面：明赤褐色、明黄褐色

70％

34 4
須恵系土師質土器

埦
（12.70）

残存高
4.40

― ABDEGJ B
外面：橙色、浅黄橙色
内面：橙色、にぶい黄橙色

35％

34 5
須恵系土師質土器

埦
―

残存高
3.10

（6.80） ADG B
外面：灰白色、にぶい橙色
内面：灰白色

体部下半　
～底部40％

34 6
土師器
台付甕

（14.80）
残存高
7.20

― ABD A
外面：橙色、にぶい黄橙色
内面：橙色、にぶい橙色

口縁部～　　
胴部上半50％

34 7
土師器
台付甕

―
残存高
3.90

9.50 ABDEHJ B 橙色、にぶい黄橙色 台部75％

34 8
須恵器

甕
― ― ― ABHM B 灰白色

胴部（上半？）
破片　　　　

外面：平行叩き（交差）後一部カキ目。
内面：青海波文あて具痕（後に一部回転ナデ）。
末野産か。

34 9
灰釉陶器

埦
― ― ― AB A 灰色 口縁部破片

口縁部内外面に灰釉ツケガケ。
東濃産。

34 10
灰釉陶器

埦
― ― ― A A 灰白色 口縁部破片

口縁部内外面に灰釉ツケガケ。
東濃産。

34 11 磨石 長さ 19.4　幅 18.0　厚さ 4.6　重量 2200g
端部の一部を敲石として使用したか。
閃緑岩。

34 12 敲石 長さ 11.4　幅 7.0　厚さ 6.2　重量 782g
一面が平滑で磨石として使用したか。
安山岩。

34 13 磨石 長さ 4.6　幅 9.0　厚さ 2.0　重量 105.5g
両面に磨面あり。
礫岩。



Ⅴ　調査のまとめ

１　はじめに

　熊谷市における幡羅官衙遺跡群は、西に隣接する深谷市幡羅官衙遺跡に連続する西別府遺跡、西別府

祭祀遺跡及び西別府廃寺で構成される。これらの遺跡は、古代の幡羅郡家跡である幡羅官衙遺跡と一体

をなし、郡家を支え有機的に機能した施設（要素）の遺跡と考えられる。このたび、幡羅官衙遺跡と同

時に国史跡に指定された西別府祭祀遺跡は、湧泉に対する祭祀跡であり、水の恵みに感謝し、郡家の経

済基盤ともなる水田から享受される利益（水稲：税としての米）を期待する祈りを奉げる祭祀場であっ

たと考えられる。西別府廃寺は、郡家が整備される時期と呼応して郡家付属寺院として建立され、郡家

の政治的安寧を仏に祈り、なおかつ、寺院が所有する水田から得られる郡家を経済的に支えたであろう

利益を提供する場所であったとも考えられる。そして、西別府遺跡は、郡家の政治機能の一部を担った

施設があった場所であり、本来ならば幡羅官衙遺跡と一連の遺跡と捉えるべき遺跡であると認識され

る。これらの遺跡は、郡家と密接し重要な役割を果たしたであろう、幡羅郡家にとって一つとして欠く

ことのできない要素であり、この３要素が揃う郡家は全国的に見ても数例の稀有な存在である。

　本報告の調査は、前述のような認識が高まるにつれ、遺跡の実態を正確に把握し、その価値を遺跡保

護に活用するための情報収集を目的とし、熊谷市において平成15年度から開始された一連の調査の一つ

である。この保存を目的とする範囲内容確認調査は、これまで、幡羅官衙遺跡群を構成する西別府祭祀

遺跡、西別府遺跡及び西別府廃寺の全ての遺跡において実施してきた。西別府祭祀遺跡の確認調査で

は、４次にわたり、この遺跡のメインである台地下の湧泉祭祀のほかにも、台地上での祭祀の実態を把

握すべく調査を実施した。その調査では、幡羅郡家が消滅する11世紀前半の祭祀終焉前夜の祭祀の実

態、そして、その後の中世の様子を推定できる情報を得るという成果があり、飛鳥時代の７世紀後半に

始まったここでの祭祀が形態を変え、中世、近世、近代、そして現代への受け継がれていったことを考

察できるものであった。そして、西別府遺跡・西別府廃寺の調査は、平成15年度のトレンチによる予備

調査から始まり、本格的には平成16年度以降４次にわたって調査を実施してきた。調査の結果、幡羅郡

家の一つの構成要素である官衙ブロック（二重区画溝と土塁による方形区画）の発見、そして、方形区

画内の様子を物語る建物群の状況の一部を把握することができたのである。しかし、当初期待していた

郡庁を掘り当てるという命題をクリアできるものではなかった。なお、この調査は前述のとおり２遺跡

に該当するが、西別府廃寺の遺跡範囲はごく一部が該当するのみで、寺院の機能をもった範囲からは大

分西に離れていると判断されるため、２遺跡の遺跡範囲の見直しを近々実施する予定である。その西別

府廃寺については、これまで開発に伴う３次にわたる調査を実施し、伽藍の様子やその変遷等寺院の実

態が明らかになってきているが、平成29年度末に、過去の調査成果から伽藍の塔及び金堂と推定される

建物の基壇が及ぶであろうか所においてトレンチによる調査を実施した。推定金堂か所には瓦が散布

し、成果が期待されたが、後世の攪乱が激しく基壇跡の確認には至らなかった。しかし、過去の調査に

より塔の基壇跡と推定された北側のか所では、攪乱が激しいながら塔の基壇跡と考えられる版築地業跡

が確認され、塔の範囲が確実に北まで広がっている確証を得た成果があった。
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　ここで、本報告の大竹遺跡であるが、幡羅官衙遺跡群を構成する遺跡ではないが、この遺跡群の南、

幡羅郡家の周囲に広がる郡家を支えた人々が暮らした集落跡と考えられ、西に隣接する深谷市下郷遺跡

と一連の遺跡と捉えることができるものである。さて、下郷遺跡は、７世紀前半まで居住域ではなかっ

た場所に幡羅官衙遺跡の出現と同時に多数の人々が暮らす場所となったことから、郡家造営のために集

められた人々も居住し、そして、郡家廃絶まで継続して大規模な集落が営まれていたと考えられ、その

規模は東西500ｍ以上にも及ぶ。調査では、200棟にも及ぶ竪穴建物跡、掘立柱建物跡、道路跡、区画溝

及び粘土採掘坑等が検出され、粘土採掘坑についてはカマドの構築材、土器生産のほか郡家の土木工事

に使われた粘土を採掘した可能性が考えられている。また、多量に出土した遺物の中には、郡家の役人

が所有したであろう帯金具の巡方・丸鞆・鉸具・鉈尾、刀子、円面硯等のほか、鉄製・石製紡錘車、幡

羅の郡名を示す墨書土器「坡」・「婆羅」・「羽多」等が検出されていることから、これらは、前述のとお

り郡家を支えた人々が暮らした集落跡であったことを裏付けている。

　さて、話を大竹遺跡の調査に戻し、今回の調査目的について述べる。調査の前年度の平成23年度に実

施された下郷遺跡第18次調査において、注目される発見があった。それは、両側に側溝をもつ路面幅約

６ｍを測る道路跡が検出されたことである。この道路跡は、現在の旧中山道とほぼ同じ位置を通ってい

たと考えられる幡羅郡と隣の榛澤郡を結ぶ道路から分岐し、幡羅郡家の主要施設へ向かうと推定される

南北の道路である。このことから、この道路跡が真っ直ぐ北進すると仮定し、本報告の大竹遺跡範囲内

に調査区を設定し、道路の行方を確かめることとしたのである。さらに、周囲の現況を見てみると、今

回の調査区からさらに北進する位置にアスファルト敷きの道路が位置し、その北には農道が、そして、

その先には西別府祭祀遺跡が所在することから、郡家の主要施設である祭祀場へ向かっていることが容

易に推定できたのである。ところが、その期待は見事に外れ、下郷遺跡と同様に、律令期の集落が所在

することが調査により判明し、下郷遺跡と一体をなす集落が東西に広く展開していることが裏付けられ

たのである。因みに、この大竹遺跡は、東西に長く800ｍ以上も広く展開する集落遺跡であり、その東

端には、現在でも小字に「原」という郡名の「幡羅」を想起させる地名が遺っている。

　なお、本報告の大竹遺跡の「大竹」という小字名の「竹
だけ

」は、古くは「館
たち

」から転化したものとされ

ており、これから「大館」とするならば、この地に幡羅郡家に関連する建物や施設があったとも考えら

れ、興味深い地名である。

　それでは、今回の調査成果の特筆すべき事項として、集落の変遷について述べることにしたい。

２　Ａ区及びＢ区における集落建物の変遷について

　調査で検出された集落を形成する主な遺構は、総数にして、竪穴建物跡11棟、掘立柱建物跡２棟であ

る。その時期は、飛鳥時代から平安時代前期まで、７世紀後半～10世紀前半である。時期別に見てみる

と、７世紀後半に竪穴建物跡１棟、７世紀末～８世紀初頭に竪穴建物跡５棟及び掘立柱建物跡１棟、８

世紀前半に竪穴建物跡１棟、９世紀末～10世紀初頭に竪穴建物跡２棟、そして、10世紀前半に竪穴建物

跡１棟である。なお、残るＢ区の竪穴建物跡１棟及びＡ区の掘立柱建物跡１棟については、出土遺物が

なく時期の詳細は不明であるが、可能性としては、時期における建物の主軸方位傾向から、前者を７世
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紀末～８世紀初頭の時期に比定しても良いかも知れない。そうすると、当該期の総数は、竪穴建物跡６

棟及び掘立柱建物跡１棟となる。なお、後者については、その柱穴の規模の貧弱さから、10世紀代、強

いて言えば10世紀後半の時期に比定されると考えられる。これを補完する証拠として、その多くが遺構

外出土遺物であるが、10世紀後半の灰釉陶器、緑釉陶器が見られることが挙げられる。

　それでは、これら建物の変遷及びその特徴を、時期を追って、７世紀後半、７世紀末～８世紀初頭、

８世紀前半、９世紀末～10世紀初頭、10世紀前半と５時期で辿っていってみたい（第35図）。

ア　７世紀後半

　Ａ区で検出された竪穴建物跡１棟（第５号竪穴建物跡）があった時期である。

　第５号竪穴建物跡は、７世紀末～８世紀初頭の竪穴建物跡・第４号竪穴建物跡等に切られていること

と出土遺物から当該期としたものである。建物の大部分が調査区域外となっていることと、掘り下げを

行っていないことから、その実態は不明であり、主軸方位も不明である。よって、当該期の建物の特徴

を示すことができない。

イ　７世紀末～８世紀初頭

　Ａ区で検出された竪穴建物跡２棟（第３・４号竪穴建物跡）、Ｂ区で検出された竪穴建物跡３棟（第

６・８・10号竪穴建物跡）及び掘立柱建物跡１棟（第２号掘立柱建物跡）があった時期である。因み

に、当該期の可能性があるＢ区の竪穴建物跡１棟（第７号竪穴建物跡）を含めると、前述のとおり、Ａ

区で竪穴建物跡２棟、Ｂ区で竪穴建物跡４棟及び掘立柱建物跡１棟の、竪穴建物跡計６棟及び掘立柱建

物跡計１棟となる。

　区分した６時期のうち、最も建物が所在した時期である（可能性のある建物を除いても同じ現象で

ある）。第２号掘立柱建物跡及び第７号竪穴建物跡を除いて、全ての竪穴建物跡において出土遺物があ

り、その出土遺物から時期を判断した。因みに、注目されるのは、当該期の第10号竪穴建物跡から、挂

甲の小札と考えられる鉄製品の破片が出土したことである。幡羅郡の西に隣接する榛澤郡家と関わりの

ある建物群や施設が検出されている熊野遺跡においても同じく挂甲小札が出土しており、郡家における

軍事について考える上で貴重な情報を提供していると考える。

　建物の特徴を、主軸方位の傾向から見ると、竪穴建物跡では、カマドの設置か所による方位がＮ―

41°～53°―Ｅを示し約10°のブレがあるが同じ傾向を示す（ただし、第６号竪穴建物跡の主軸方位

Ｎ―53°―Ｅについては、検出された部分が少なく、その値が適当かは疑問が残る）。因みに、第４・

８号竪穴建物跡は、カマドの設置か所が他の３棟とは180°反対に設置されており主軸方位Ｎ―131ﾟ～

135°―Ｗを示すが、反転した主軸方位を見ると、Ｎ―45°～49°―Ｅを示し、同じ傾向にあることが

分かる。

　一方、掘立柱建物跡１棟の主軸方位の傾向から見てみると、Ｎ―39°―Ｅを示し、竪穴建物跡と同様

の傾向が見られる。従来の調査・研究では、時期を同じくする建物の主軸方位は同じ傾向を示すと言わ

れてきたが、それに依れば、竪穴建物跡、掘立柱建物跡を問わず、記述した傾向が当該期の建物の特徴

であると考えられる。つまり、当該期の建物の主軸方位は、およそＮ―40°～45°―Ｅに収まると考え

られる。

－　　－51



ウ　８世紀前半

　Ｂ区で検出された竪穴建物跡１棟（第11号竪穴建物跡）があった時期である。

　第11号竪穴建物跡は、７世紀末～８世紀初頭の竪穴建物跡・第10号竪穴建物跡を切り、９世紀末～10

世紀初頭の竪穴建物跡・第９号竪穴建物跡に切られている。なお、第11号竪穴建物跡については、当初

は、第10号竪穴建物跡と同じく、出土遺物から７世紀末～８世紀初頭の時期と見ていたが、新旧関係と

本建物が８世紀前半の出土遺物をもつことから、第10号竪穴建物跡より若干新しい時期が与えられるこ

とから、当該期とした。

　建物の主軸方位は、Ｎ―44°―Ｅを示し、重複関係にある７世紀末～８世紀初頭の第10号竪穴建物跡

及び同じく重複関係にある９世紀末～10世紀初頭の第９号竪穴建物跡の主軸方位の傾向とあまり変わら

ない。

エ　９世紀末～10世紀初頭

　Ａ区で検出された竪穴建物跡１棟（第１号竪穴建物跡）、Ｂ区で検出された竪穴建物跡１棟（第９号

竪穴建物跡）の計２棟があった時期である。

　事例が少ないが、区分した５時期のうち、７世紀末～８世紀初頭の時期に次いで建物が所在した時期

である。全ての竪穴建物跡において出土遺物があり、その出土遺物から時期を判断した。

　建物の特徴を、主軸方位（カマドの設置か所による方位）の傾向から見ると、第１号竪穴建物跡はＮ

―109°―Ｅを示し、一方、第９号竪穴建物跡はＮ―41°―Ｅを示す。双方の竪穴建物のカマドが設置

された壁を見ると、前者が北壁で後者が東壁であったため、およそ70°の違いが見られた。これは、７

世紀末～８世紀初頭の時期の建物で述べた、従来の調査・研究に依る「時期を同じくする建物の主軸方

位は同じ傾向を示す」という現象に照らすと、当該期の建物は該当しない。

　また、建物のプランから見ると、第１号竪穴建物跡は東西に長い長方形を呈し、一方、第９号竪穴建

物跡は東西軸がやや長いもののほぼ正方形のプランを呈する。これは、今回の調査で検出された竪穴建

物跡全体を見ると、第１号竪穴建物跡が特異な状況である。よって、主軸方位及びプランの相違は、建

物の性格の違い等他に起因するものと考えておきたい。

　したがって、当該期の建物の特徴を明確にはできなかったと言わざるを得ない。

オ　10世紀前半

　Ａ区で検出された竪穴建物跡１棟（第２号竪穴建物跡）があった時期である。

　第２号竪穴建物跡は、第１号竪穴建物跡とは直接重複関係にはないが、近接する位置関係にある。第

１号竪穴建物跡の出土遺物には、９世紀末～10世紀初頭に所属するもののほか、10世紀前半に属すると

考えられるものが多くあったが、近接する第２号竪穴建物跡からの流れ込みの可能性も高いことから、

第１号竪穴建物跡を９世紀末～10世紀初頭の時期と考え、あまり時期を違えず第２号竪穴建物跡が造ら

れたと考えた。なお、第２号竪穴建物跡では、10世紀後半の灰釉陶器、緑釉陶器の出土があった。

　建物の主軸方位は、他の建物の中で最も北方向から振れないＮ―32°―Ｅを示す。唯一の事例ではあ

るが、この主軸方位の傾向を当該期の建物の特徴としておきたい。

　以上が、建物の変遷を、時期を追って見たものであり、時期別の特徴を記した。
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３　おわりに

　本調査においては、限定的な範囲の中で得られた情報ではあるが、まとめとして、大竹遺跡の範囲内

に形成された集落の様相を述べると、７世紀後半に形成され始めた集落は、７世紀末～８世紀初頭の律

令制度が成立する時期、つまり、幡羅郡家が評家成立後に郡家として整備され、付属寺院が創建され、

７世紀後半でも第３四半期の早い時期に始まった祭祀場での祭祀が、石製模造品を祭祀具の主体とする

祭祀から土器を祭祀具として用いた祭祀へと変化した時期に、最も活気を帯び多数の建物が造られるよ

うになる。それは、竪穴建物だけではなく、掘立柱建物も併存する集落であった。また、竪穴建物も比

較的近接した位置にまとまり、時期をあまり違えずに建替えも行われたようである。

　その後の８世紀代には建物があまり見られなくなり、９世紀初頭～10世紀初頭になると、比較的距離

をおいてわずかな竪穴建物が造られる程度となっていき、そして、10世紀前半を最後に、集落を構成す

る建物はなくなっていくという状況である。さらに、第１号掘立柱建物跡を10世紀後半と考えれば、こ

の時期まで細々と集落が営まれていたと考えられる。

　冒頭にも記述したが、今回は限定的な調査による知見であるため、大竹遺跡における具体的な集落の

様相は僅しかつかめていない状況である。今後の調査により、検討が加えられることに期待したい。

　さらに、幡羅郡家及びその周辺集落の様相がより一層解明されることに期待をして、まとめに代えた

いと思う。
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写　真　図　版

調査区近景（南東から）



調査区全景（上：Ｂ区、下：Ａ区　上が北）

図版 1



Ａ区調査区全景（上が北）

Ｂ区調査区全景（上が北）

図版 2



第１号竪穴建物跡　　　

貯蔵穴か所遺物出土状況

第２号竪穴建物跡、　　　　

第４～６号ピット（南から）

第１号竪穴建物跡（西から）

図版 3



第２号竪穴建物跡

カマド構築石材検出状況（南から）

第３号竪穴建物跡、第７号ピット

（南から）

第３号竪穴建物跡遺物出土状況（南から）

図版 4



第４・５号竪穴建物跡、第１～３号土坑

（右：第５号竪穴建物跡、手前：左から

第２号、第１号、第３号土坑　北から）

第４号竪穴建物跡遺物出土状況（西から）

第１号掘立柱建物跡（南から）
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第７号竪穴建物跡（南から）

第６号竪穴建物跡、第10・11号ピット

（南から）

第８号竪穴建物跡、第６～13号土坑、

第29・31・32号ピット

（左上：第６～９号土坑　南から）
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第９号竪穴建物跡（南から）

第８号竪穴建物跡 　　　　

掘削か所完掘状況（西から）

第８号竪穴建物跡遺物出土状況（西から）
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第９号竪穴建物跡遺物出土状況（南から）

第10号竪穴建物跡（南から）

第９号竪穴建物跡カマド前

構築石材出土状況（南から）
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第10号竪穴建物跡挂甲小札出土状況

第11号竪穴建物跡（南から）

第２号掘立柱建物跡（南から）

図版 9



第８号竪穴建物跡　第24図１ 第４号竪穴建物跡　第16図１

第８号竪穴建物跡　第24図４

第８号竪穴建物跡　第24図14

第８号竪穴建物跡　第24図２

第８号竪穴建物跡　第24図11

第８号竪穴建物跡　第24図17

第８号竪穴建物跡　第24図３
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第10号竪穴建物跡　第29図８

第８号竪穴建物跡　第25図54

第８号竪穴建物跡　第24図28

第９号竪穴建物跡　第28図１

第10号竪穴建物跡　第29図５

第１号竪穴建物跡　第10図10

第１号竪穴建物跡　第10図９

第９号竪穴建物跡　第28図４

Ｂ区遺構外　第33図３
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Ａ・Ｂ区遺構外　第34図３ 第８号竪穴建物跡　第24図32

第８号竪穴建物跡　第24図35

第９号竪穴建物跡　第28図７ 第８号竪穴建物跡　第24図40

第８号竪穴建物跡　第24図36

Ａ・Ｂ区遺構外　第34図６

Ａ・Ｂ区遺構外　第34図７
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Ａ区遺構外　第18図３

第４号竪穴建物跡　第16図６ 第８号竪穴建物跡　第24図42

第８号竪穴建物跡　第24図43 Ａ区遺構外　第18図２

第２号竪穴建物跡　第12図１ Ａ区遺構外　第18図６

第８号竪穴建物跡　第25図50 第２号竪穴建物跡　第12図４

Ａ区遺構外　第18図16
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第１号竪穴建物跡

　第10図１～３

　　　　５～８

　　　　11～13

第２号竪穴建物跡

　第12図２・３・５・６

第３号竪穴建物跡

　第14図１～６・８

図版 14



第４号竪穴建物跡

　第16図２～５　

第６号竪穴建物跡

　第20図１・２　

（暗文施文面）　

第８号竪穴建物跡　　　

　第24図５～10・12・13

第８号竪穴建物跡　　　

　第24図15・16・18～27

（暗文施文面）　　　　
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第８号竪穴建物跡

　第24図29～31・33

　　　　34・37～39

第９号竪穴建物跡

　第28図２・３・６・８・９

第９号竪穴建物跡

　第28図11～13

　（暗文施文面）

第10号竪穴建物跡

　第29図１～４・６・７・９

　　　　・10
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第11号竪穴建物跡

　第30図１～６　

第３号竪穴建物跡

　第14図９～11　

第８号竪穴建物跡

　第24図44～49　

第10号竪穴建物跡　

　第29図11・12・18

Ａ区遺構外　　

　第18図７～９
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第10号竪穴建物跡　第29図19

第１号竪穴建物跡　第10図14

第３号竪穴建物跡　第14図12～14

第４号竪穴建物跡　第16図７

Ａ区遺構外　第18図10

Ａ・Ｂ区遺構外　第34図８
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Ａ・Ｂ区遺構外

　第34図９・10
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　第25図58
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Ｂ区遺構外
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